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(概要) 経営の概況 

 

１．平成３０年９月期決算の概況  

 

《決算の概況》  

 

平成３０年９月期の純利益は前年同期比８１億円減少の１４８億円となりまし

た。成長分野と位置づけている個人向け無担保ローン業務やストラクチャードフ

ァイナンス業務の利益が増加しました。一方でデリバティブ取引関連収益が減少、

前年同期に計上した株式売却益や関係会社株式の償還益が剥落したことなどから、

前年同期比で減益となりました。 

 

                (億円) 

 平成２９年

９月期 

実績 

平成３０年

３月期 

実績 

平成３１年

３月期 

計画 

 平成３０年 

９月期 

実績 

 業務粗利益 539 1,109 1,120 515 

  人件費＋物件費 373 734 695 327 

経費(含む税金) 399 791 750 352 

実質業務純益(注) 140 318 370 162 

経常利益 181 366 374 158 

当期純利益 229 405 320 148 

 (注)クレジットトレーディング関連利益等を含む 

 

《業務粗利益》  

 

資金利益は、子会社からの受取配当金が減少しましたが、マイナス金利政策の

影響が想定の範囲内に留まり、主に個人向け無担保ローン業務やストラクチャー

ドファイナンス業務における貸出利息の増加により、前年同期比１億円の増加と

なりました。非資金利益は、リテールバンキング業務での資産運用商品販売関連

収益は増加したものの、デリバティブ取引関連収益の減少などにより、前年同期

比２５億円減少しました。これらの結果、業務粗利益は前年同期比２４億円減の

５１５億円となりました。 

 

《経費》  

   

顧客基盤と収益機会の更なる拡大に向けて重点分野へ経営資源を集中的に投入

する一方で、経常的に発生する経費については、構造的かつ抜本的な合理化を継

続的に推進しております。 
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人件費は、収益機会の拡大に向けて重点分野での増員を図る一方で、業績に見

合った昇給・賞与支給に係る厳格な運用等を通じ、合理的な水準に留めるべく努

めています。物件費は、重点分野には費用対効果に十分留意しつつ積極的な経費

の投入を行っており、システムの安定化など業務基盤の強化に必要な投資も進め

ております。これら経費の増加をそれ以外の経常的費用の圧縮によって可能な限

り緩和すべく、経営陣による厳格なモニタリングの下で業務運営に係るベースコ

ストを中心に圧縮に努めています。 

平成３０年９月期は、人件費が１３５億円（年度計画の４６％に相当）、物件費

（除く税金ベース）が１９２億円（年度計画の４７％に相当）となり、経費総額

は前年同期比４７億円減の３５２億円、除く税金ベースでは前年同期比４６億円

減の３２７億円となりました。これは、主に平成３０年４月に無担保カードロー

ンの新商品レイクＡＬＳＡを開始したことに伴って関連経費の一部が新生フィナ

ンシャル㈱に移転したことによるものです。 

 

         (億円) 

 平成３０年

３月期 

実績 

平成３１年

３月期 

計画 

 平成３０年 

９月期 

実績 

 人件費 274 290  135 

物件費(除く税金) 460 405 192 

経費合計 791 750 352 

 経費合計(除く税金) 734 695 327 

 

《実質業務純益》  

 

以上の結果、一般貸倒引当金繰入前の実質業務純益（含む金銭の信託運用損益）

は１６２億円となり、前年同期比２３億円の増加となりました。 

 

《当期純利益》  

 

不良債権処理損失額では、法人業務においてプロジェクトファイナンスなどの

ポートフォリオの拡大に対応した一般貸倒引当金の算定を行ったことにより戻入

が発生しましたが、全体では３億円の費用を計上しました。また、株式等関係損

益では前年同期に計上した投資株式等の売却益が当期では剥落し、特別損益では

前年同期に計上した関係会社株式の償還益が当期ではありませんでした。これら

の結果、当期純利益は前年同期比８１億円減の１４８億円となりました。 

 

《剰余金の状況》  
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 経営健全化計画における剰余金の積上がり状況については、順調に純利益を計

上したものの、公的資金返済の道筋をつけることを目指して、資本の状況や収益

力、１株当たりの価値等に鑑み、自己株式の取得とともに、自己株式１６百万株

（６４６億円）の消却を実施した結果、実績で２，７２０億円となりました。 

 

(億円) 

 平成３０年

３月期 

実績 

平成３１年

３月期 

計画 

 平成３０年 

９月期 

実績 

剰余金 3,249 3,524 2,720 

 

《自己資本比率》  

 

弊行では、平成２６年３月末より適用が開始されたバーゼルⅢ規制においても、

従前と同様、信用リスクの算出では基礎的内部格付手法を、オペレーショナルリ

スクの算出では粗利益配分手法を適用しております。平成３０年９月末について

は、ストラクチャードファイナンスにおける営業資産の積み上げによりリスクア

セットが増加したこと等から、バーゼルⅢベース連結自己資本比率（経過措置適

用ベース）は、平成３０年３月末比０．３９ポイント低下の１２．４４％となり

ました。 

 

 平成３０年

３月期 

実績 

平成３１年

３月期 

計画 

 平成３０年 

９月期 

実績 

自己資本比率（連結） 12.83％ 12.47％  12.44％ 

 

《平成３１年３月期の業績予想》  

 

 平成３１年３月期の単体の業績については、実質業務純益を３７０億円、当期

純利益を３２０億円と予想しております。 

 

                           （億円） 

  

平成３１年

３月期 

計画 

  

平成３１年 

３月期 

予想 

平成３０年

９月期  

実績 

実質業務純益（注） 370 162 370 

当期純利益 320 148 320 

         (注)クレジットトレーディング関連利益等を含む 
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２．経営健全化計画の履行概況  

 

（１）業務再構築等の進捗状況  

 

弊行は、「グループ融合による革新的金融サービスの提供と、リーンなオペレ

ーションによる卓越した生産性・効率性の実現」を目指す中長期ビジョンを踏ま

えて、平成２９年３月期から平成３１年３月期を対象期間とする第三次中期経営

計画（以下、第三次中計）を策定しました。「事業の「選択と集中」とグループ

融合による価値創出」、「経営管理機能の統合によるシナジー創出」という全体

戦略に基づき、金融グループとして更なる発展を目指してまいります。 

また、今後も公的資金を受けている金融機関としての役割・期待を認識し、社

会的責任を全うするとともに、社会基盤たるシステムの安定稼動に努め、堅牢で

安定的なシステム構築にも取り組んでまいります。 

 

《組織・営業体制の強化》  

 

■ 組織概要 

 

弊行では、日常の業務運営の機動性を確保するため、業務運営の基本単位を「部」

とするとともに、担当役員制を導入しております。 

 

個人業務においては、預金・投資信託・保険・住宅ローン・個人向け無担保ロ

ーンなどを提供しております。また、グループ会社には、「レイクＡＬＳＡ」ブラ

ンドなどの個人向け無担保ローン関連業務を行う新生フィナンシャル㈱と新生パ

ーソナルローン㈱、クレジットカード業務や割賦信用販売業務を主要な業務とす

る㈱アプラス、不動産担保ローンを取り扱う新生インベストメント＆ファイナン

ス㈱があります。約１０００万人のグループ顧客基盤のフル活用を今後も進める

とともに、成長分野として無担保ローンの取り組みを強化しております。 

 

法人業務においては、事業法人・金融法人・公共法人のお客さまに対する貸出

を主としたコーポレートファイナンスや金融商品・ソリューションを提供する業

務、プロジェクト案件や不動産などを対象としたストラクチャードファイナンス

業務及びクレジットトレーディングやプライベートエクイティなどを行うプリン

シパルインベストメンツ業務を行っております。また、グループ会社には、リー

ス業務を行う昭和リース㈱、信託業務を行う新生信託銀行㈱などがあります。 

 

金融市場業務においては、外国為替・デリバティブ・その他キャピタルマーケ

ッツ業務を行う市場営業業務、投資信託などの資産運用商品の企画・管理を行う

アセットマネージメント業務や富裕層のお客さまに金融商品・サービスを提供す
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るウェルスマネージメント業務を行っております。また、グループ会社の新生証

券㈱では、証券化業務や証券仲介業務を行っております。 

 

弊行グループは、専門性を有する分野、市場の成長性が見込まれる業務に重点

的に経営資源を投下する「選択と集中」を図るとともに、グループ会社との一体

運営を推進することで、顧客ニーズに即した付加価値の高い金融ソリューション

の提供を強化するなど、積極的に各業務を展開しております。 

 

リスク管理業務においては、適切なリスク管理に必要な承認プロセスを強化し、

効率的なリスク管理体制を構築するため、随時、組織の再編、社内規程の制定・

改定などを行っております。引き続き、ビジネスの拡大に併せたリスクテイク能

力向上や、ポートフォリオ管理手法の継続的高度化、加えて効率化・高度化を目

的としたシステムの開発等により、リスク管理フレームワークの強化を実施して

まいります。 

 

システム関連業務においては、システムリスクに係る組織的な牽制の強化、シ

ステムの運用・開発に係る経営の意思の適切な反映、開発と運用それぞれの担い

手の分離によって、組織的な牽制が機能する体制としております。引き続き、堅

牢で安定的なシステム構築・運営の推進に努めてまいります。 

 

そのほか経営企画管理・コーポレートサービス業務においては、弊行の持続的

成長を維持するために、組織全体の活性化・効率化及び組織管理の強化を推進し

ております。引き続き効率的な運営に努めるとともに、組織横断的な経営管理と

各業務をサポートする体制の更なる充実を進めてまいります。 

 

また、「グループ融合」を推進するための組織としてグループ事業戦略部及びグ

ループ組織戦略部を設置しております。グループ事業戦略部では、新生銀行グル

ープ全体での事業運営体制の見直し、グループ各社が持つ顧客基盤、金融機能、

サービスを結びつけた新規事業開発やそのための戦略的提携などの検討・実行な

どを行っております。グループ組織戦略部では、グループ事業戦略の遂行に必要

な組織体制の整備やグループの生産性改革のための各種プロジェクトの推進など

を行っております。 

さらに、弊行及び弊行グループの各社が持つ間接機能の統合・一体運営を図る

ため、各社の間接機能を実質的に統合した「グループ本社」を設置し、効率的な

経営資源の活用と効果実現のスピードの最大化を図っております。引き続き、各

間接機能の高度化と、ノンバンクを含む広範な金融機能すべてを含むグループで

の全体最適を追求しながら、グループガバナンスの強化を図るとともに、グルー

プ各社で重複する機能を集約することで生産性・効率性の向上に取り組んでまい

ります。 
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弊行は以前より金融機関の重要な社会的使命のひとつである金融の円滑化の実

現に努めております。平成２１年１２月（平成２４年３月改正）の「中小企業等

に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（以下、円滑化法）」の

施行等を受け、適正な金融円滑化管理態勢の整備・確立を図ってまいりました。

平成２２年１１月に設置した金融円滑化推進管理室は、統轄管理担当部署として

部署間の調整や全行的な取り組み体制の一層の強化を図り、各業務の金融円滑化

管理責任者・管理担当から金融円滑化のための取り組みの実施状況や、債務の弁

済負担軽減の申込に対する実施状況の報告を受け、金融円滑化の取り組みに関す

る全行的な企画・管理・推進を行っております。また、業績評価項目として、金

融円滑化への貢献を評価対象とし、全従業員の意識の浸透を強化しております。 

平成２５年３月末を以って円滑化法は失効しましたが、お客さまに対して必要

資金を円滑に供給していくことは金融機関の重要な役割のひとつであるとの認識

に変わりはなく、引き続き、お客さまからの借り入れ条件の変更などの申し込み

や相談に対して真摯に対応するとともに、お客さまの抱える経営課題に応じた適

切な助言や解決方法の提案に努めてまいります。 

 

《経営インフラの高度化》  

 

■ 人事政策 

 

弊行では、平成２５年３月期以降、全体の要員数の増加を抑制しつつメリハリ

を効かせた要員配置を行うことで、収益力強化に向けた成長分野への増員やシス

テム安定化のための増員、業務運営に必要な要員の確保を図っております。平成

３０年９月末時点における行員数は前期末比２０人増の２，２０８人となり、直

近ピーク時（平成２０年６月末／２,４５２人）からは２４０名強減少しておりま

す。引き続きメリハリを効かせた運営を実施する方針のもと、収益力の強化なら

びにシステム安定化等に必要な人員の手当てを行っていく方針です（平成３１年

３月末計画／２，２４０人）。 

人事制度については、平成２４年４月に、等級・報酬・評価の三位一体運用を

骨子とする改定を行い、制度の透明性を高め、銀行全体として統一的な人事を行

う基盤を整えました。また、平成２７年４月の制度改定においては、複線型キャ

リアシステムを導入し、弊行役職員の職務（役割期待）を更に明確化し、円滑な

業務推進を可能とする仕組みを整え、将来の環境変化に耐えうる制度に変更して

おります。今後も弊行の経営理念や外部労働市場などの状況を踏まえ、適時適切

に制度の見直し等を行ってまいります。 

人材育成については、弊行が組織能力を最大化し持続的に成長するための重要

なテーマであるとの認識のもと、各種階層研修や職務研修の提供、オンザジョブ

トレーニング（ＯＪＴ）、戦略的人事異動など、包括的な育成施策を通じて、①自
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ら考え成長するマインド・スキルを持ち、②従来の金融機関の枠組みにとらわれ

ないサービスを創出し、③ロイヤルティと貢献意識の高い人材の育成に努めてお

ります。今後、更に円滑な金融仲介機能を担う銀行本来の社会的使命を果たすべ

く、人材の一層のレベルアップに注力していく方針です。 

人事制度、採用、処遇等、人事関連事項全般については、これまで社長・各総

括担当役員・各チーフオフィサーをメンバーとするグループ人材委員会及び人材

委員会にて協議・決定を行ってまいりました。今後も同委員会を通じて、様々な

人事政策を適時適切に運用していくよう努めてまいります。 

 

■ 管理会計のインフラ整備・高度化 

 

弊行では、従前より連結ベースで月次決算を行い、セグメント情報開示に即し

たビジネス別の業績を月次で経営陣に報告してまいりました。さらに、経営層が

事業戦略の進捗状況をより的確に判断できるよう、連結グループ主要ＫＰＩ（重

要業績達成指標）の進捗状況も月次で実績を報告しております。 

また、中長期ビジョンや第三次中計にも掲げましたとおり、グループ全体の生

産性を向上すべく、生産性改革プロジェクトとして様々な取り組みを実施してお

ります。常日頃から継続的に業務改善に取り組むことはもとより、このようなプ

ロジェクトを通じても、財務会計及び管理会計の各プロセスについて更なる迅速

化や最適化を図るとともに、前年比較・将来予測といった各種分析処理の効率化

も実現することで、経営層への有益な情報提供に努めてまいります。 

 

《収益力の強化及び財務体質の改善》  

 

平成３１年３月期は第三次中計の最終年度となりますが、引き続き経営資源を

より高い成長が見込まれる分野に再配分するとともに、グループ内の融合を通じ

て、業態を超えた新しい発想による顧客価値の創造に取り組んでまいります。ま

た、併せて業務の効率化、機能の高度化をグループワイドで実現し、グループ全

体の生産性向上にも努めてまいります。 

 

平成３０年９月期は、成長分野と位置づけている無担保ローンやストラクチャ

ードファイナンスを始め、主力業務が堅調に推移したものの、子会社からの受取

配当金が減少したことなどにより、業務粗利益は減収となりました。一方、経費

は無担保ローン業務における新商品の開始に伴い経費の一部がグループ会社に移

行したことにより減少し、実質業務純益は増加しました。但し、前期に計上した

保有株式売却益、関係会社株式償還益が剥落した影響により、当期純利益では前

年同期比で減少となりました。 

 

業務粗利益は、前年同期比２４億円減の５１５億円となりました。うち資金利
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益は５１６億円となり、前年同期比１億円増加しました。これは、子会社からの

受取配当金が減少した一方で、無担保ローンやストラクチャードファイナンス業

務の貸出利息が増加したことなどによるものです。なお、無担保ローン事業は平

成３０年４月より新生フィナンシャル㈱で新商品レイクＡＬＳＡを開始しており、

新商品による貸付は新生フィナンシャル㈱より行われております。非資金利益は

１億円の損失となり、前年同期比２５億円の減少となりました。これは、リテー

ルバンキング業務で資産運用商品販売関連収益が改善した一方、デリバティブ取

引関連収益が減少したことなどによるものです。 

経費は３５２億円となり、前年同期比４６億円減少しました。これは、新生フ

ィナンシャル㈱で新商品レイクＡＬＳＡを開始したことに伴い、当該事業の関連

経費の一部が新生フィナンシャル㈱へ移行したことが主な要因です。これらの結

果、実質業務純益は前年同期比２２億円増の１６２億円となりました。 

与信関連費用については、法人業務においてプロジェクトファイナンスなどの

ポートフォリオの拡大に対応した一般貸倒引当金の算定を行ったことにより戻入

が発生し、全体では３億円の費用に留まりました。しかし、前期に計上した株式

等関係損益における法人業務の保有株式の売却益、特別利益における関係会社株

式の償還益の影響が剥落した結果、平成３０年９月期の当期純利益は前年同期比

８１億円減少の１４８億円となりました。なお、本健全化計画の利益計画３２０

億円に対しては、４６．４％の進捗となっております。 

 

資本面では、特定貸付債権及び証券化エクスポージャーなどによりリスクアセ

ットが増加した一方、期限付劣後債の償還や自己株式取得などの影響により自己

資本は減少した結果、平成３０年９月末時点のバーゼルⅢ（国内基準）単体ベー

スの自己資本比率は、１４．２５％となり、平成３０年３月末時点の１４．８５％

から低下しました。また、連結自己資本比率においても同様の理由により、平成

３０年３月末時点の１２．８３％から１２．４４％に低下しましたが、単体・連

結いずれも十分な水準の自己資本比率を確保しております。 

不良債権は、平成３０年３月末から７億円減少し、平成３０年９月末の金融再

生法ベースの開示債権は７７億円となりました。不良債権比率は、平成３０年３

月末の０．１７％から０．１５％となり、引き続き低水準を維持しています。 

 

《業務の状況》  

 

■ 個人顧客向け業務 

 

弊行では、資産運用商品からローン商品のほか資金決済まで、お客さま一人ひ

とりのニーズとライフステージに合わせた金融商品とサービスを提供しておりま

す。 
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①   顧客満足度向上への取り組み 

弊行は、常に「お客さまから見た良いサービスは何か」を考え、顧客満足度

向上のための様々な施策を行っております。また、お客さまの声を業務の改善

及び適切な商品・サービスの開発提供に取り入れる体制を構築、整備しており、

それらがお客さまとの深く長い取引関係を築く礎となっております。さらに、

全ての広告の内容や表現に関しては、毎週開催する広告審査委員会で詳細に検

討するほか、消費者広告チェック制度を創設し定期的にお客さまの声を集め広

告に反映するなど、広告への誤認を防ぎ、お客さまに充実した情報提供が行え

る体制を整えております。加えて、手続き書類においても、パワースマート住

宅ローンの申込書が「一般社団法人ユニバーサル コミュニケーション デザイ

ン協会」の認証を受けるなど、より多くのお客さまに対して分かりやすく正確

な情報伝達を行うよう努めております。こうした取り組みの結果、個人のお客

さまに提供する口座数は平成２８年８月に３００万口座を超えました。外部の

評価においては、㈱ｏｒｉｃｏｎＭＥが展開する「オリコン日本顧客満足度調

査」が平成２９年６月に発表した「２０１７年オリコン日本顧客満足度ランキ

ング」の「ネットバンキング」において１位を、また、サービス産業生産性協

議会が平成２９年７月に発表した２０１７年度「ＪＣＳＩ（日本版顧客満足度

指数：Japanese Customer Satisfaction Index）」第２回調査の「銀行部門」に

おいても顧客満足１位を、それぞれ２年連続で獲得するなど高い評価を受けて

おります。 

 

②   個人顧客向け商品展開 

弊行ではお客さまのニーズにお応えする魅力的な商品をタイムリーに提供す

べく商品開発を行うとともに、取扱商品を継続的に見直し、最適化してまいり

ました。先行きが不透明な金融市場の中でも資金の流動性を確保しつつ、普通

預金に比べ比較的有利な金利の円預金への預け入れニーズにお応えする２週間

満期預金をはじめとしたユニークな円預金、外貨預金、仕組預金などの預金商

品に加え、投資信託や保険商品、仕組債など、お客さまのニーズやライフステ

ージに応じた商品・サービスを提供しております。ＮＩＳＡ制度を活用した投

資信託申込プログラム「ＮＩＳＡプラス」や小額からの積立・分散投資を促進

するための制度である「つみたてＮＩＳＡ」、㈱お金のデザインとの提携に基づ

き取り扱いを開始したＥＴＦ（上場投資信託）特化型投資一任運用サービス「Ｔ

ＨＥＯ＋（テオプラス） 新生銀行」は、お客さまの長期投資による資産運用に

資すると考えております。なお、弊行は資産運用コンサルティング業務におけ

るフィデューシャリー・デューティー（真に顧客本位の業務運営）の実践に向

けて取り組んでおります。平成２９年６月、金融庁が制定した「顧客本位の業

務運営に関する原則」を採択するとともに、「顧客本位の業務運営に関する取組

方針」とその「アクションプラン」を公表し、平成３０年６月には「アクショ

ンプランの実施状況（２０１７年度）」及び「アクションプラン（２０１８年度）」
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を公表いたしました。さらに、金融庁からお客さまが良質な金融事業者を選ぶ

上で有益とされる３つの指標「投資信託の販売会社における比較可能な共通Ｋ

ＰＩについて」（以下、「比較可能な共通ＫＰＩ」）が公表されたことから、当行

における「比較可能な共通ＫＰＩ」を公表いたしました。 

平成２８年８月には外国為替証拠金取引（ＦＸ、Foreign Exchange）サービ

ス「新生銀行ＦＸ」の取り扱いを開始し、外貨に関する資産運用サービスの充

実にも努めております。また、利便性の高い海外送金サービス「Ｇｏレミット」

や、平成２７年５月に取り扱いを開始した平準払いのがん保険に加え、平成２

７年７月に㈱アプラスと共同で取り扱いを開始した「海外プリペイドカードＧ

ＡＩＣＡ」では、弊行の「新生総合口座パワーフレックス」との機能連携（Ｆ

ｌｅｘ機能）によりお客さまの利便性向上を実現するとともに、平成２９年７

月から非接触ＩＣ決済サービス「Visa payWave」に対応し、国内のＶｉｓａ加

盟店でもご利用いただけるようにするなど、資産運用以外の面でも弊行の商

品・サービスをより多くのお客さまにご利用いただけるようラインナップの拡

充に努めております。 

 

③ 住宅ローンへの取り組み 

弊行は、お客さまの普通預金に余裕資金が発生した場合に手数料無料で自動

的に繰上返済が可能な「パワースマート住宅ローン」を提供しております。こ

れは従来の住宅ローンとは異なり、返済期間・支払利息を大幅に削減すること

が可能となる利便性の高い商品として、多くのお客さまから好評をいただいて

おります。また、平成２４年１２月より取り扱いを開始した「安心パック」は、

収入や支出の変化に合わせて返済をコントロールすることができるサービス

「コントロール返済」と、所定の要介護状態に備える｢安心保証付団信｣を付加

することで、最大で３５年に及ぶお客さまの借入期間中の生活変動リスクによ

り柔軟に対応できる商品となりました。パワースマート住宅ローンに家事代行

サービスやハウスクリーニング、病児保育サービスを利用できるクーポンを付

けた「安心パックＷ（ダブル）」は、女性が働き続ける上でネックとなる家事や

子育ての負担を軽減できるサービスを付帯することで、子育て世代、働き盛り

世代の住宅購入をサポートする商品となっており、平成２７年１月には「日経

優秀製品・サービス賞」にて最優秀賞日経ヴェリタス賞を受賞するなど、多方

面で好評を得ております。平成２９年１０月からは自然災害時債務免除特約を

付けた「安心パックＳ（エス）」の取り扱いを開始しました。 

また、住宅ローンの借り入れを希望されるお客さまに対して、ご利用いただ

く団体信用生命保険及び団体信用介護保障保険のウェブでの申し込みと告知手

続を開始し、書類の記入や捺印、郵送を不要とするなど、お客さまの負担を軽

減し、利便性の高い商品・サービスの提供に取り組んでおります。 

なお、平成３０年９月末時点における住宅ローンの貸出残高は、１兆２，２

６８億円となりました。 
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④ コンシューマーファイナンス事業への取り組み 

弊行のコンシューマーファイナンス事業は、平成２３年１０月に新生フィナ

ンシャル㈱からレイクブランド及び無人店舗等の事業譲渡を受けて以降、銀行

本体で「新生銀行カードローン レイク」及び「新生銀行スマートカードローン 

プラス」を展開してまいりましたが、グループの無担保カードローン事業戦略

の見直しによって、平成３０年３月末でレイクの新規受付を停止いたしました。 

そのため、平成３０年９月期はレイクの貸出残高が２，６８３億円と前期末

から１１２億円減少しております。他方、スマートカードローン プラスでは貸

出残高９４億円と前期末から１６億円の増加となりました。 

なお、平成３０年４月から新生フィナンシャル㈱で新商品「レイクＡＬＳＡ」

の取り扱いを開始しました。今後もスマートフォンアプリの活用など時代に即

したサービスの提供でより利便性を高め、グループ一体となってコンシューマ

ーファイナンス事業を推進してまいります。 

 

⑤ 店舗網の見直し 

店舗展開については、お客さまの利用頻度に応じた見直しを行い、より利便

性の高い店舗に経営資源を集中させております。平成２９年１０月に堺東と川

口、１２月に高槻のコンサルティングスポットを閉鎖し、それぞれ母店である

難波、池袋、梅田の各フィナンシャルセンターで業務を引き継ぎました。また、

平成３０年６月には金沢と高松のフィナンシャルセンターを閉鎖いたしました。

平成３０年９月末現在、全国に新生フィナンシャルセンターを２７ヶ所、新生

コンサルティングスポットを１ヶ所、新生住宅ローンセンターを７ヶ所（うち

５ヶ所はフィナンシャルセンターに併設）展開しております。 

従来、住宅ローンについてはインターネットやコールセンターでの取り扱い

を中心としていましたが、お客さまの対面相談ニーズにお応えするべく、住宅

ローンを専門に取り扱う住宅ローンセンターを設置しております。 

 

⑥ リモートチャネルの展開 

弊行は、コールセンター、インターネット、ＡＴＭ網などのリモートチャネ

ルを通じて各種サービスを提供しておりますが、平成２６年２月からはインタ

ーネットバンキングサービスがスマートフォンでもご利用いただけるようにな

り、スマートフォン用に「新生銀行サポートアプリ」や「新生銀行口座開設ア

プリ」、「新生銀行カードローンレイク公式アプリ 新生銀行Ｌ」、「新生銀行

外貨預金アプリ」、「新生銀行ＦＸアプリ」を導入し、より簡単・便利にサー

ビスをご利用いただけるようになっております。 

ＡＴＭチャネルに関しては、弊行のお客さまを含めより広範なお客さまに利

便性をご提供するとともに、ＡＴＭ機器の維持、更新コストの削減のため、セ

ブン銀行ＡＴＭを弊行店頭に順次設置してまいりましたが、平成２９年６月末
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までにすべての自行ＡＴＭについてセブン銀行ＡＴＭへの切り替えが完了しま

した。また、平成２５年１０月からは㈱ビューカード、㈱ローソンエイティエ

ムネットワークス、㈱イーネット、平成２８年３月からは㈱イオン銀行とのＡ

ＴＭ接続提携を開始し、セブン‐イレブンに加え、ローソン、ファミリーマー

トなど、国内の主要なコンビニエンスストアチェーンやＪＲ東日本駅構内に設

置されたＡＴＭ、全国のイオングループが運営するスーパーマーケット、ショ

ッピングセンター、ミニストップなどのコンビニエンスストアなどに設置され

たＡＴＭが利用可能となっております。日本全国で１０万台以上のＡＴＭを自

行ＡＴＭと同じようにご利用いただける環境を整えております。 

なお、弊行は、顧客優遇制度である「新生ステップアッププログラム」を改

定いたしました。スタンダードステージでの提携ＡＴＭ出金手数料を有料化す

る一方、ゴールドステージの判定条件に海外プリペイドカードＧＡＩＣＡへの

チャージを追加することで、お客さまのキャッシュレスの取引を一層支援いた

します。あわせて、新たに新生ファミリープランとして、新生ステップアップ

プログラムのステージが「新生プラチナ」のお客さまがご家族などの弊行口座

を登録すると、その登録口座でご家族などが負担されたＡＴＭ出金手数料を翌

月返金（登録口座にキャッシュバック）する優遇サービスを導入いたしました。

引き続き、お客さまの利便性の向上に努めてまいります。 

 

⑦ お客さまの安全な取引の確保への取り組み 

平成２４年１２月に弊行ＡＴＭでのキャッシュカード情報の盗用（スキミン

グ被害）が判明しました。被害に遭われたお客さまには真摯に対応させていた

だくとともに、ＡＴＭ警備体制の見直しや不正検知システムの導入など再発防

止のための対応を速やかに行いました。また、金融機関を装った電子メール（フ

ィッシングメール／成りすましメール）による詐欺やスパイウェアと呼ばれる

ソフトウェアによる被害が問題となっていることを踏まえ、弊行のインターネ

ットバンキング（パワーダイレクト）ではセキュリティカードの導入を含め様々

なセキュリティ対策を実施しております。あわせて弊行ホームページ内に新生

セキュリティーセンターのページを設け、お客さまのお取引の安全にかかわる

サポート情報をタイムリーに提供するなど、セキュリティの確保に努めており

ます。  

 
⑧ グループ各社との連携 

主要子会社各社は弊行グループの重要な業務の一部を構成しており、弊行及

びグループ各社は連携した対応を強化・推進することで、弊行グループのお客

さまに対して、より品質の高いサービスと利便性の提供の具現化に努めており

ます。 

㈱アプラスが発行する「新生アプラスカード」はグループ統一クレジットカ

ードとして、提携発行する「LUXUARY CARD」は富裕層のお客さま向けステータ



１３ 

スカードとしてそれぞれ位置づけ、弊行の顧客優遇制度と連動させております。

また、「住宅つなぎローン（アプラスブリッジローン）」を取り次ぎ、弊行住宅

ローンの融資実行時までに資金が必要なお客さまをグループ一体となってサポ

ートしております。さらに、第三次中計の戦略的取組分野として位置づけてい

る決済事業では、平成２７年７月には㈱アプラスのクレジットカード機能と決

済ノウハウを活用した「海外プリペイドカードＧＡＩＣＡ」を発行、平成２８

年６月からは中国人向け決済サービス「WeChat Pay」の取り扱いを開始するな

ど新たな取り組みにも注力しております。 

新生フィナンシャル㈱の個人向け与信業務のノウハウと、弊行の持つ地域金

融機関とのネットワークを連携させた、地域金融機関等のお客さま向け無担保

ローンに対する保証業務（当該保証業務に係る求償債権を含む）は、平成３０

年９月末には残高が５６１億円となりました。 

平成２８年６月には新生フィナンシャル㈱が、データ解析や経営コンサルテ

ィングなどを行う㈱グリフィン・ストラテジック・パートナーズとビッグデー

タの収集・解析及び人工知能活用を目的とした新会社、セカンドサイト㈱を設

立しました。セカンドサイト㈱が開発した分析モデルを活用し、お客さまの行

動・購買予測に基づいて、より最適な資産運用商品のご提案や住宅ローンニー

ズの発掘などに利用しております。 

なお、弊行及びグループ各社は、改正貸金業法の趣旨を踏まえ、健全な市場

ニーズを的確に捉えて、今後も日本における最も信頼される個人向け金融サー

ビスの提供者を目指し業務に取り組んでおります。  

 

⑨ 海外における個人顧客向け金融ビジネスへの取り組み 

弊行は、日本で培った事業ノウハウを活用し、アジア圏を中心に海外での個

人顧客向け金融ビジネスに取り組んでおります。 

香港では、日本及び香港の企業との共同出資により Nippon Wealth Limited, 

a Restricted Licence Bank を設立し、国際分散投資の受け皿として、香港で

の資産運用ニーズをお持ちのお客さまの資産形成を支援しております。 

また、ベトナムにおいては、増加する若い中間所得層の消費ニーズの多様化

に伴いコンシューマーファイナンス市場の成長が期待できることから、第三次

中計における成長分野の一つである無担保ローン事業の拡充の一環として、大

手民間商業銀行 Military Commercial Joint Stock Bank との合弁会社である

MB Shinsei Finance Limited Liability Company を通じて、個人のお客さま向

けに携帯端末、家電、バイク等を購入する際の割賦ローンや証書型のローンを

提供しております。 

 

■ 法人顧客向け業務 

 

法人のお客さまには、貸出を主としたコーポレートファイナンス、不動産やプ
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ロジェクト案件などを対象としたストラクチャードファイナンス、プリンシパル

投資、事業承継金融、金融機関へのディストリビューション及びデリバティブ等

を用いたソリューションなどを提供しております。 

 

平成２９年３月期から開始した第三次中計においては、専門性の高い顧客本位

の金融ソリューションによる高付加価値の提供を目指し、グループ一体でのサー

ビス提供と先進的金融サービスによる差別化を通じた収益基盤の構築を図ってお

ります。 

 

① 顧客本位のマーケティングによる安定的な収益基盤の維持・強化 

お客さまの真のニーズにあった商品・サービスを提供するため、グループレ

ベルでの顧客基盤とノウハウの共有、リソースの効率的活用、新商品・サービ

スの開発、人材交流の推進など営業体制の強化を図りました。また、グループ

連携ビジネスを推進するため、成功事例の共有と横展開を進めるとともに、グ

ループ商品の販売に関する体制整備を進めました。 

事業法人のお客さまについては、グループの持つ機能を活用した金融ソリュ

ーションを提案することにより、１社当たりの収益取引の拡大、クロスセルに

よる取引深耕等を通じて、長期的に中核となりうる取引関係の構築を図りまし

た。平成３０年４月には、本店内の営業部を業種及びテーマ別に再編し、各部

の専門性を高め、顧客の成長を支援する体制を構築しました。新規取引先の開

拓については、成長性、収益性を考慮した顧客セグメンテーションに基づいて

推進する一方、貸出業務については、取引採算性に配慮した運営に努めること

で、顧客基盤の質的拡大を図りました。 

金融法人のお客さまについては、シンジケートローンの組成やローン債権販

売が堅調に推移したほか、仕組商品や私募投信等の運用商品の販売を通じた運

用機会の提供等に注力しました。 

経営資源の有効的かつ効率的な活用のため、グループ会社との営業体制の融

合、事務プロセスの効率化、人材の成長分野への再配置を進めました。平成３

０年６月には、グループの拠点網の最適化のため、金沢及び高松の２支店の営

業を終了しましたが、お客さまとの取引を本店及び大阪支店で引き継ぎ、これ

までと同様にお客さまのニーズに即した金融商品・サービスを提供しておりま

す。今後とも、運営体制や人員配置を機動的に見直すことで、ビジネス環境の

変化に柔軟に対応してまいります。 

 

② ストラクチャードファイナンス分野における専門性強化 

不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファ

イナンス分野は、弊行が比較優位性を有していると認識しており、第三次中計

における成長分野と位置づけ、一層の専門性強化と継続的な成長を追求してお

ります。 
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不動産ファイナンスにおいては、国内外の投資家等のお客さまとのリレーシ

ョンを活用し、ニーズに柔軟に応じた機動的な案件組成を推進しました。平成

３０年９月期は、引き続き堅調な不動産市況を背景に新規案件の取り組みが順

調に推移しました。今後とも、個別案件のリスク・リターン、不動産市況の動

向に留意しつつ、リスク分散の図られた貸出資産ポートフォリオの構築を進め

てまいります。 

プロジェクトファイナンスにおいては、再生可能エネルギーを中心とした国

内外の案件に積極的に取り組みました。国内のメガソーラー発電事業では、前

年度に引き続き、新たなプロジェクトへの取り組みを進めております。また、

取組案件の多様化を図り、風力、バイオマスなど他電源への展開を進めており

ます。 

平成３０年９月期においては、地域金融機関等のお客さまの資金運用ニーズ

が引き続き旺盛であったことから、事業法人・公共法人向けファイナンス、ス

トラクチャードファイナンスにおけるシンジケートローンの組成やローン債

権販売に注力しました。特に、ストラクチャードファイナンス分野における知

見を地域金融機関等のお客さまに丁寧に説明し、ご理解を深めていただくこと

で、販売先のすそ野を広げております。今後も、信託をはじめとしたグループ

各社の機能を活用した新たなファイナンス機会を地域金融機関等のお客さま

に提供することで、金融面から地域経済の活性化に貢献してまいります。 

 

③ プリンシパル投資、事業承継金融における新たな展開 

プリンシパル投資においては、金融法人及び事業法人のお客さまの固定化債

権、非中核資産の買い取り等によるバランスシートソリューションの提供、不

動産買収・プロジェクト資金等の不動産価値に着目した融資、業況不振に陥っ

ているお客さまへの融資や債務整理に伴う債権投資など、債権投融資事業の高

度化に取り組みました。また、ＩＴ、バイオ等の業種に関する知見とネットワ

ークを有する外部パートナーと共同で、多様な成長段階に対応したプライベー

トエクイティ投資を推進しました。さらに、子会社である新生企業投資㈱と共

同で設立した子育て支援ファンドを通じて、投資先の発掘を進めることで、経

済的なリターンと社会的なリターンの両立を目指すインパクト投資を展開し

ております。 

事業承継金融においては、事業承継や転廃業ニーズのある中堅・中小企業の

お客さまに対して、ソリューションを提供する体制を整え、各種セミナーの開

催や士業専門家とのネットワークを通じて、当該ビジネスの認知度向上を図っ

ております。こうした取り組みが浸透しつつある結果、検討案件が増加してお

ります。 

 

④ デリバティブ等を用いたソリューションの提供の強化・拡充 

デリバティブ関連業務においては、個人・法人のお客さまのニーズに即した



１６ 

デリバティブ関連商品の開発・供給等を推進しております。市場関連取引の更

なる拡充に向けて、個々の法人のお客さまの実需に応じたオーダーメイドのソ

リューション提案型営業を展開し、機動的な取引を実現させております。また、

地域金融機関等のお客さまの資金運用ニーズに一元的に対応するため、グルー

プ一体化の観点で市場性運用商品の販売体制を整備しております。 

 

《中期経営計画について》  

 

弊行では、経営理念に基づき、真にお客さまから必要とされる金融グループを

目指すための「中長期ビジョン」を定め、これに沿って、安定的・持続的な成長

を可能とするビジネスモデルを構築し、経営理念の実現を確かなものとするため、

平成２９年３月期から３１年３月期を対象期間とする第三次中計を策定し、平成

２８年１月２９日に公表しました。その骨子は１７頁に記載のとおりです。 

なお、平成３１年３月期には親会社株主に帰属する当期純利益６４０億円の達

成を目指すとしておりましたが、マイナス金利政策の導入を中心とする外部環境

の変化による影響を勘案し、計画を５２０億円に見直しました。 

 

また、「中長期ビジョン」の実現に向けて、平成３２年３月期から始まる新た

な経営計画の策定を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【中長期ビジョン】 

１．グループ融合により革新的金融サービスを提供する金融イノベーターで 

あること 

２．絶えざる改善・改革によりリーンなオペレーションを実現し、卓越した  

生産性・効率性を達成する金融グループであること 

３．上記の実現により、ステークホルダーに報いるとともに、生まれてくる  

自信・充実感・矜持を新生銀行グループの求心力とし、コアバリューと  

していくこと 
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＜中期経営計画の骨子＞ 

  
１.基本方針 

 グループ融合による新たな価値を創造し、中長期ビジョンの実現に向けた

取り組みを行う 

 持続可能なビジネスモデルを構築するべく、選択と集中を実践するととも

に一層の効率化を進める 

 より動態的で柔軟なビジネス運営を行う 

 公的資金返済への道筋をつけ、株主還元の改善を図る 
 

２.全体戦略 

（１）事業の「選択と集中」とグループ融合による価値創出 

事業の優先順位付けを行うため、以下の４つの分野に分け、経営資源をよ

り高い成長が見込まれる分野に再配分いたします。また、グループ融合を通

じて、業態を超えた新しい発想による顧客価値の創造に取り組みます。 

・ 成長分野：強みがあり、高い成長性・収益性が見込まれる分野 

・ 安定収益分野：過当競争から距離を置き、安定的・選択的に取り組む 

分野 

・ 戦略取組分野：将来性を期待する先行取組分野や、業態を超えた新し 

い発想による顧客価値の創造分野 

・ 縮小分野：市場が縮小する、または新生銀行グループの差別化要因が 

低い分野 

（２）グループ経営インフラ：環境に応じた柔軟なビジネス運営とリーンなオペ 

レーションをグループワイドで支える 

環境の変化や計画の進捗に合わせた、柔軟かつ機動的なグループ経営資源

の最適化・最大限の有効活用を行います。また、組織や社員の潜在能力が最

大限発揮される事業運営体制を構築いたします。 
 

３.経営指標（連結） 

 平成３１年３月期計画 

持続性 親会社株主に帰属する当期純利益 ６４０億円 

効率性 
ＲＯＲＡ(Return On Risk Assets)※ １％程度 

経費率 ５０％台 

※ 親会社株主に帰属する当期純利益／期末リスクアセット額（バーゼルⅢ国際統一基準完全施行ベース） 

 

４.事業戦略 

第三次中計では、無担保ローン及び不動産ファイナンス・プロジェクトファ

イナンスを中心としたストラクチャードファイナンスは成長分野と位置付け、

経営資源を積極的に配分いたします。その他の業務分野は、強みの転換やリソ

ースの最適化などを行い、選択的な取り組みを推進してまいります。 
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（２）経営合理化の進捗状況  

 

弊行の経営健全化計画及び中期経営計画の達成には経営体質の強化に基づく収

益力の大幅な向上が不可欠であり、効率的な経費運営はその根幹を担う重要な課

題と認識し、より一層メリハリを利かせた経営資源の配分を進めております。す

なわち、顧客基盤と収益機会の更なる拡大に向けて重点分野へ経営資源を投入す

る一方で、経常的に発生する経費については、これまでの経営陣からの指導・指

示や経費に関する社内の規程見直しなどを通じて行員一人ひとりに浸透したコス

ト意識に基づき、全行が一丸となって構造的かつ抜本的な合理化も継続的に推進

しているものです。  

 

《人件費について》  

収益機会の拡大に向けて重点分野での増員を図る一方で、業績に見合った昇

給・賞与支給に係る厳格な運用などを通じ、人件費を合理的な水準に留めるべく

努めております。平成３０年９月期の実績は１３５億円となり、年間計画に対し

て４６．３％の進捗となりました。  

今後も、業務の合理化を図りながら適切な要員管理に努め、引き続きメリハリ

を効かせた人件費運営を推進してまいります。  

 

《物件費について》  

弊行グループ全体としての収益力の強化を図るべく、重点分野には費用対効果

に十分留意しつつ積極的な経費の投入を行っております。さらに、システムの安

定化など業務基盤の強化に必要な投資も進めております。  

平成３０年９月期におきましては、一部の経費の発生が後倒しとなったことに

より、実績は１９２億円、年間計画に対して４７．４％の進捗となりました。  

 
経常的費用については、経営陣による厳格なモニタリングの下で総合的な合理

化・効率化を推進しております。具体的な取り組みとして、新たなお客さまの獲

得についてインターネット・チャネルの活用や発送物の見直し、タブレットを活

用した店舗事務効率化、お客さまの利便性向上のためにＡＴＭ提携を拡大する一

方で既存店舗・出張所や自社ＡＴＭ拠点の統廃合を行うなど、業務運営に係るベ

ースコストを中心として圧縮に努めております。また、館内照明の間引きやＬＥ

Ｄデスクライトの活用などの節電施策も継続しており、店舗にかかる光熱費の合

理化に寄与しております。さらに、事務やオペレーションの効率化を目指した生

産性改善プロジェクトの推進によりコールセンターの統合や業務プロセスの見直

し、ＡＩ（人工知能）やＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）

等の活用など様々な角度から経費の抑制に努めております。  

 
今後も、収益機会の拡大につながる成長分野、安定収益分野や戦略取組分野の
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強化、また必要かつ緊急性の高いシステムの安定化を実現すべく注力してまいり

ます。同時に生産性改革プロジェクトに伴う業務量削減により捻出された人材を

戦略的にフロント業務に配置することで、効果的経営資源の最適配分の実現と透

明性が高くメリハリの効いた経費運営を継続的に推進してまいります。  

 



２０ 

（３）不良債権処理の進捗状況  

 

平成３０年９月末の金融再生法に基づく開示不良債権の残高は７７億円となり、

平成３０年３月末比７億円減少しました。また、不良債権比率についても、０．

１７％から０．１５％へと改善しました。 

平成３０年９月期の不良債権処理損失額は３億円となりました。 

 

(億円) 

  平成３０年

３月期 

実績 

平成３０年

９月期 

実績 

増減 

 要管理債権 30 24 ▲6 

 危険債権 36 34 ▲1 

 破産更生債権等 18 18 0 

再生法開示不良債権計 84 77 ▲7 

 

なお、弊行は平成３０年９月期において債権放棄を実施しておりません。 

弊行は、債権放棄等により取引先の支援を行う場合には、以下諸点を慎重に検

討した上で実施しております。 

 

・ 債権放棄を通じて取引先の再建が図られ、残存債権の健全化といった合理性が

認められること。 

・ 債権放棄による支援により、企業破綻による社会的損失を回避しうること。 

・ 再建計画等を通じて当該取引先の経営責任が明確にされていること。 
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（４）国内向け貸出の進捗状況  

 

《資金需要のマクロ動向》  

 

平成３０年９月期の日本経済は、個人消費、企業の生産活動及び輸出が持ち直

すなかで、企業収益は良好な水準を維持し、雇用情勢は着実に改善するなど、引

き続き緩やかな回復が続きました。今後は、政府等による各種施策の効果もあっ

て、回復傾向が続くことが期待される一方で、欧米各国での金融正常化後の金利

上昇、米中経済摩擦の影響やこれにともなう株価・金利の変動幅の増加などの海

外経済の不確実性とそれによる国内への影響が景気の下押し要因となるリスク

があります。 

全国銀行協会の調べでは、国内銀行の貸出残高は、平成３０年９月末において

８５ヶ月連続で前年同月末比プラスを記録しました。この背景には、中小企業向

けの貸出が設備資金を中心に増加していること、また、大企業向けの貸出がＭ＆

Ａ関連を中心に増加していることが考えられます。 

 

《国内向け貸出》  

 

国内向け貸出については、平成３０年９月末時点では実勢ベース（インパクト

ローンを除く）で前期末比１，２８８億円の増加となりました。法人顧客向けの

貸出残高が伸長する一方で、個人顧客向けの貸出残高が緩やかに減少しました。 

 法人顧客向け貸出においては、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナン

スなどのストラクチャードファイナンス分野に注力する一方、事業法人のお客さ

まについては、１社当たりの収益取引の拡大等により、長期的に中核となりうる

取引関係の構築を目指しております。このような方針のもと、平成３０年９月期

においては、スペシャルティファイナンス及びプロジェクトファイナンスを含む

ストラクチャードファイナンス分野で貸出残高が伸長する一方で、事業法人向け

貸出については取引採算性を重視した運営を行ったため、大口の大企業向け貸出

を中心に貸出残高が減少しました。 

 

《中小企業向け貸出》  

 

弊行は、中小企業向け貸出を法人営業における重要課題のひとつと位置づけ、

金融円滑化法の精神を踏まえながら推進しております。 

中小企業のお客さまには、顧客本位のマーケティングを行いつつ、弊行グルー

プのノウハウを活用したユニークな商品・サービスを提案することで、長期的に

中核となりうる取引関係の構築を目指しております。このような運営を行った結

果、平成３０年９月末の中小企業向け貸出残高（インパクトローンを除く）は、

実勢ベースで前期末比１６８億円の純増となりました。 
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なお、上記の実績には、早期健全化法に規定されている中小企業向け貸出の趣

旨に反するような貸出は含まれておりません。 

 

（計画達成に向けた推進体制） 

    

■組織 

   

弊行は、経営トップ主導による具体的・効果的な諸施策の立案・推進のため、

平成１３年８月に「中小企業向け貸出取引推進委員会」を設立しております。同

年９月６日に第１回が開かれて以降、平成３０年９月末までに合計２１５回の委

員会が開催されました。同委員会は、社長、法人担当役員をはじめとする関連執

行役員等で構成されております。同委員会は、弊行の中小企業向け貸出目標達成

に関する最終責任を負い、目標達成に向けた具体的方策の決定を行い、それらに

関して必要な指示を関係部室店宛に行っております。 

 

■推進状況の適時適切な周知 

      

中小企業向け貸出残高の状況は、経営会議における定時報告のほか、前述の中

小企業向け貸出取引推進委員会を原則毎月１回開催し、より詳細な月次実績、当

月及び今後の案件予定等の報告が行われており、具体的な改善点の洗い出し、個

社単位の対応策の協議等を迅速に行える体制を築いております。 

また、法人担当役員と営業部店との案件会議、営業推進会議等を通じ、営業部

店に対しても推進方針及び推進状況の周知徹底を図っております。 

 

■業務別管理及び貢献度評価体制 

      

弊行では、中小企業向け貸出に関する業務別年度計画を定めており、中小企業

向け貸出取引推進委員会において目標達成に向けてのモニタリングを行い、営業

部店に対する指導等に努めております。 

また、各部室店の業績評価制度において、当該業務の推進を評価項目のひとつ

として位置づけております。 

 

（計画達成に向けた推進策） 

 

■適切なリスク管理による積極的な営業展開 

      

新規のお客さまの開拓や既往のお客さまとの取引を拡大するための営業活動に

おいて、積極的に取り組みを図るべき候補先をリスト化し、審査セクションと密

接に協議しながら案件取り込みを推進しております。 
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また、機動的な営業推進を行うため、法人担当役員がそれぞれの所管部店でお

客さまに密着しながら機動的な営業推進を行っております。さらに、営業部店長

に対しても小口の融資案件に関して一定の与信決裁権限を付与しており、中小企

業向け貸出を主たる対象として機動的な対応を図っております。 

こうした中小企業向け貸出を積極的に推進する体制を整える一方、企業審査能

力の更なる向上に努めることで、今後も適切に中小企業向け貸出に取り組んでま

いります。 
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（５）配当政策の状況及び今後の考え方  

 

平成３０年９月期分に関する普通株式の配当については、当初の予定どおり見

送りといたしました。なお、期末の配当額については現時点では金額を記載して

おりません。 

 

また、弊行は、平成３０年５月から１０月にかけて１３０億円分の自己株式を

取得いたしました。第三次中計においては、公的資金返済の道筋をつけることを

目指すゴールのひとつとしておりますが、これに向けた施策の一環として、充分

な資本の維持を前提としつつ、適切な資本政策の実施を通じた１株当たり価値の

向上を目的とするものです。 

 

弊行に注入いただいた公的資金は、すでに全額が当初の優先株式から普通株式

に転換されております。したがいまして、今後とも、公的資金注入行として充分

な資本の維持を前提としつつ、適切な資本政策の実施を通じて国内銀行の一般的

な総還元性向の範囲でその維持・向上を目指し、１株当たり価値の向上や市場か

らの評価を高める努力を継続的に行っていきたいと考えております。 
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（６）その他経営健全化計画に盛り込まれた事項の進捗状況  

   

《責任ある経営体制の確立》  

  

 ① 金融機関の社会性・公共性を踏まえた経営理念 

弊行では、以下の３つを経営理念として掲げ、お客さまとともに更なる成長を

目指しております。 

 

・ 安定した収益力を持ち、国内外産業経済の発展に貢献し、お客さまに求められ

る銀行グループ 

・ 経験・歴史を踏まえた上で、多様な才能・文化を評価し、新たな変化に挑戦し

続ける銀行グループ 

・ 透明性の高い経営を志向し、お客さま、投資家の皆様、従業員などすべてのス

テークホルダーを大切にし、また信頼される銀行グループ 

 

経営にあたっては、公的資金注入行及び日本の銀行として、お客さまに対し充

実した商品・サービスの提供に努め、社会的責任を全うします。経営健全化計画

で掲げた収益力改善策を着実に実行し、内部留保を図り剰余金の積上げ、企業価

値の向上に努めることで、公的資金返済の具体的な道筋を早急につけるよう、最

善の努力を図ります。 

 

また、経営倫理の決意表明たる「新生銀行グループ行動憲章」と、弊行すべて

の役職員が業務執行の際に遵守すべき基本的な規範をまとめた「新生銀行グルー

プ行動規範」を制定しており、「新生銀行グループ行動規範」については、これを

遵守することを全行員が毎年１回誓約しております。 

 

② 経営の意思決定プロセスと相互牽制体制 

（基本的考え方） 

弊行は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築してお

ります。この体制により、(ⅰ)経営の最高意思決定機関である取締役会が中期経

営計画や年度計画等経営の基本方針をはじめとする会社の重要な業務執行を決定

することで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切

なリスクテイクを支える環境整備を実施し、(ⅱ)業務執行及び取締役会から独立

した監査役及び監査役会が取締役会及び取締役に対する監査機能を担うことで、

適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、十分牽制の効いたコーポ

レート・ガバナンス体制の確立を目指しております。 

また、弊行は、「コーポレートガバナンス・コード」に関し、実効的なコーポレ

ート・ガバナンスの実現に向けて本コードを適切に実践し、持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上を図ることで、ステークホルダー、ひいては経済全体の発
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展に寄与するという考え方に賛同し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組

んでおります。 

 

（経営上の意思決定、執行及び監督の体制） 

弊行取締役会は、業務執行を担う取締役２名と社外取締役５名を配し、社外取

締役が過半数を占める構成としております。社外取締役は、国内及び海外での金

融業や、消費者を対象とした事業、情報システム及びリスク管理分野等における

豊富な経験と高い専門性を有するメンバーで構成し、それぞれの持つ経験と専門

知識を背景に、中立的かつ客観的な立場から弊行の経営に対する意見を述べ、業

務執行取締役の業務執行に対する監督機能の発揮に取り組んでおります。取締役

会では、メンバーが自由に発言し、活発な議論を行うことを通じて会社の方針を

決定することにより、弊行の持続的な企業価値の向上や、株主の皆さまやお客さ

まをはじめとする様々なステークホルダーの利益の確保に努めております。 

 

弊行では、日常の業務執行の機動性を確保するため、執行役員制度を採用する

とともに、グループ本社についてはチーフオフィサー及びシニアオフィサーを置

いております。具体的には、業務運営の基本単位を「部」とするとともに、執行

役員、チーフオフィサー及びシニアオフィサーについて担当役員制を導入し、取

締役社長をはじめとする業務執行取締役による指揮のもと、取締役会から委任さ

れた執行役員、チーフオフィサー及びシニアオフィサーである担当役員を配置し、

それぞれが管掌する業務執行機能を担うことで、効率的かつ適切な経営体制の実

現を図っております。また、取締役社長がその業務執行に関する決定を行うため

の機関として、グループ経営会議及び経営会議を設置しております。 

 

監査役会は、弊行での長い業務経験を持ち、財務及び会計に関する知見を有す

る常勤監査役１名と、弁護士、公認会計士である社外監査役２名により構成し、

それぞれの持つ専門性とコーポレート・ガバナンス等に関する知見をもとに、業

務執行から完全に独立した監査体制を構築しております。監査役は、取締役会へ

の出席のほか、グループ経営会議や経営会議などの重要な会議への出席、重要な

書類の閲覧、取締役・執行役員・チーフオフィサー・シニアオフィサー・会計監

査人などからの報告聴取などの監査活動や、グループ監査部などの内部統制部署

との連携ならびに監査役室スタッフの活用を通じ、弊行グループの業務執行状況

を監査しております。 

 

③ 内部統制の確保 

コーポレート・ガバナンスが正しく機能するためには、取締役会を中心とした

業務執行の監督と意思決定の仕組みを整備することに加え、内部監査、コンプラ

イアンス等の機能が適切に働くための体制づくりが必要となります。また、会社

法で求められる内部統制システムの構築、あるいは金融商品取引法で求められる
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財務報告の正確性を担保するための内部統制の確保も、コーポレート・ガバナン

スが正しく機能するための重要な要素となります。これら内部統制の確保は、経

営の責任において行うものですが、実際の業務を行う各部署において、具体的な

内部統制を確保する手段を講じることによって、全体の内部統制が有効に機能す

ることを目指しております。 

取締役会は、日常の業務を適切かつ効率的に遂行するための基本方針を「内部

統制規程」に定め、さらに、内部統制システムの整備状況の確認を定期的に行っ

ております。「内部統制規程」では、（１）内部統制システムは、現場の業務執行

ラインにおける自律的統制機能（一線機能）、現場の業務執行ラインから独立した

コンプライアンス等の管理機能（二線機能）及びこれらの機能から独立した内部

監査機能（三線機能）を構成要素とすること、（２）取締役会は、重大なリスク及

び問題を適切に把握し対処するため、二線及び三線機能から適時適切な報告を受

けるとともに、主要な方針及びコントロールを定期的に検証することが明文化さ

れております。本規程のもとで、「新生銀行グループ行動規範」、「リスクマネジメ

ントポリシー」、「グループ情報セキュリティポリシー」、「業務執行規程」、「子会

社・関連会社ポリシー」、「グループ本社組織管理規程」及び「内部監査規程」を

基礎となる規程として定め、それに加え監査役による監査の実効性を確保するた

めの体制を整備することにより、子会社を含む弊行グループ全体の業務の適正、

透明性及び効率性の確保に努めております。また、「新生銀行グループ行動憲章」

においては、反社会的勢力との関係を遮断することを定め、業務の適正を確保す

る体制の整備を図っております。 

グループガバナンスに関しては、平成２７年５月の会社法の改正ならびに平成

２８年４月からスタートした弊行の第三次中計及び中長期ビジョンにおける「グ

ループ融合」の考え方を踏まえ、平成２９年４月以降、銀行法及び会社法その他

法令上可能な範囲においてグループ各社の間接機能を新生銀行内に設置する「グ

ループ本社」に集約し統合・一体運営するとともに、主管部とグループ本社の専

門セクションが連携して子会社・関連会社を管理する体制を構築しております。

この体制の下で、子会社・関連会社の事業活動やガバナンスに関する事項は定期

的にグループ経営会議に報告されるとともに、子会社・関連会社の経営に関する

重要事項についてグループ経営会議に付議・報告されております。こうした体制

整備を通じて、子会社・関連会社を含めたグループ全体としての経営管理、内部

管理体制の更なる充実によるグループガバナンス強化と管理業務の効率性の向上

はもとより、顧客サービス向上につながる高付加価値の提供とグループ全体最適

の実現に取り組んでおります。 

 

 ④ コンプライアンス体制 

 弊行は、コンプライアンス（法令等遵守）の徹底を経営の最重要課題のひとつ

と位置づけ、コンプライアンス体制の整備により、社会からの信頼に応えうる健

全かつ適正な経営に努めております。 
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 平成３０年度上期については、平成３０年３月の取締役会にて確定したグルー

プコンプライアンスプログラムに基づき、各種の施策を実施してまいりました。 

具体的には、平成２９年度から引き続き、グループベースのコンプライアンス

体制の高度化及び効率化を目的としたグループのコンプライアンス機能の統合推

進、事業部門の自律的なコンプライアンスリスク管理機能を強化するためのコン

プライアンスリスク評価制度の導入、事業部門を統括する本部部署と管理部門で

あるグループ法務・コンプライアンス統括部の連携強化等の施策を実施したほか、

事業部門が推進する新たな商品・サービスに係るコンプライアンスリスクの的確

な把握と管理に取り組んでまいりました。 

また、法令改正への対応としては、平成３０年度６月に施行された改正銀行法

を踏まえた体制整備や平成３２年４月施行予定の改正民法への対応準備を着実に

進めております。 

更に、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止（以下、ＡＭＬ／ＣＦ

Ｔ）対策に関しましては、平成３０年２月に公表された「マネー・ローンダリン

グ及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とのギャップ分析を実施し、ギ

ャップ解消のためのアクションプランの策定、実行を推進しているほか、リスク

ベース・アプローチに沿ったリスク評価書の見直し、事業部門も巻き込んだ行内

のＡＭＬ／ＣＦＴ体制の抜本的な見直し、強化に取り組んでおります。 

 

平成３０年度下期についても、引き続き、グループベースでのコンプライアンス

体制の高度化及び効率化、法令改正への着実な対応、ＡＭＬ／ＣＦＴ対応の強化

等に取り組んでまいります。 

 

 ⑤ 自主的・積極的なディスクロージャーの推進 

弊行は、経営の透明性を高め、お客さまや株主・投資家の皆さまに弊行の経営

状況・経営方針について正確なご理解をいただくとともに、市場ならびに広く社

会からの適切な評価を得るため、経営に関する様々な情報を積極的に開示してお

ります。法令に基づくディスクロージャーはもとより、お客さま等からの開示要

請に応えるべく、自主的・迅速・継続的かつ公平な情報開示に努めております。

各種法令、諸規則などに則った情報開示に加え、投資家・アナリスト・株主の皆

さまなどの市場参加者との建設的な対話に必要と判断される情報を積極的に開

示する姿勢を明らかにするため、弊行ではインベスター・リレーション及びシェ

アホルダー・リレーションを中長期的な企業価値の持続的な向上を達成するため

の重要な経営ツールの一つとして活用し、市場参加者との建設的な対話を積極的

に推進していくことを目的として、平成３０年３月に「新生銀行グループＩＲ・

ＳＲポリシー」を定めました。 

平成３０年度上期において、弊行として初めて統合報告書を発行しました。「統

合報告書」は銀行法に基づくディスクロージャー資料ですが、すべてのステーク

ホルダーの皆さまと建設的な対話を行うための重要なツールの一つとして位置
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づけ、新生銀行グループを統合的に理解していただけるよう、財務・非財務情報

をわかりやすくご紹介しております。また、平成３０年７月に本支店等において

公衆の縦覧に供しております。｢中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため

の臨時措置に関する法律｣に基づく説明書類については、平成２２年５月（平成

２２年３月末分）から平成２５年５月（平成２５年３月末分）までウェブサイト

に掲載するとともに、平成２５年度以降は「中小企業の経営の改善及び地域の活

性化のための取り組みの状況」として、ディスクロージャー資料及びウェブサイ

トに掲載しております。さらに、自主的なディスクロージャー資料として、英文

の統合報告書「Integrated Report」を作成し、ウェブサイト掲載などにより国

内外に広く発信しております。 

また、平成１６年２月の東京証券取引所への上場に伴い、取引所の規則に則り

適切な適時開示を実施してまいりました。決算発表時には、決算の概略を記した

決算概要と、過去８四半期分の業績をまとめた四半期データブック、平成２２年

度からの過去８年度分の業績をまとめた年次データブックを自主的に公表し、経

営に関する様々な情報を、わかりやすく提供することに努めております。 

弊行では、以前よりウェブサイトを通じて経営状況や損益・財務などに関する

幅広い情報を発信しております。業績の発表に関しては、機関投資家・アナリス

ト向けに説明会を実施終了後速やかにその模様を動画配信することに加え、説明

内容及び質疑応答をウェブサイトに掲載しております。上述の取組みに加え、海

外の機関投資家・アナリスト向けの電話会議も実施するなど、迅速かつ公平な開

示に努めております。適時開示資料を含む対外発表資料は発表後直ちに掲載する

ほか、原則として全ての開示資料を和英二ヵ国語で提供しております。なお、こ

うした情報開示を行った際には、ご希望の方にはウェブサイト掲載後直ちに電子

メールにてお知らせしております。 

今後も開示内容の充実に努めるとともに、正確、迅速かつ透明性の高い情報開

示を行ってまいります。 

 

⑥ 企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility,ＣＳＲ）への取り組み 

弊行は、社会の発展に貢献する「良き企業市民」としての役割を果たすため、

社員のボランティア参加を主体とした活動に重点をおいて、弊行グループ全体で

実施する社会貢献活動を中心に、積極的に推進しております。「次世代の育成」  

と「環境」をテーマとした活動に優先的に取り組む一方、東日本大震災復興支援

も重要な社会貢献活動の一つとして取り組んでおります。また、これまで弊行グ

ループが実施してきたチャリティ・ランなど、社員に強く支持されている社会貢

献活動も継続的に実施してまいります。 

 

弊行は、東日本大震災で被災した地域の支援のため、弊行及びグループ各社か

ら参加を募り、被災地でのボランティア活動を実施しております。平成２９年度

においては、宮城県の被災地域で２回に分けて実施したほか、同県の障がい者就



３０ 

労支援事業所で作られた食品や雑貨などを販売する社内マルシェの開催など、被

災地の現状の理解に努め、ニーズに応じた多様な支援活動を実施しております。 

今後も、被災地の復興のため、金融機関として円滑な金融サービスの提供に努

めてまいります。 

 

弊行及びグループ各社の強みを活かした活動としては、子会社の新生フィナン

シャル㈱が平成１８年に若年就労支援を行う認定特定非営利活動法人育て上げネ

ットと共同開発した、青少年のニート化の予防を目指した高校生向けの金銭基礎

教育プログラム「MoneyConnection®」について、平成２４年度からは弊行の社会

貢献活動の一環として育て上げネットを支援し、共同で展開しております。また、

㈱紀陽銀行、㈱岩手銀行とそれぞれ提携するなど、地域金融機関と連携し、より

多くの地域での同プログラムの展開に取り組んでおります。こうした取り組みの

結果、平成３０年３月末には、実施校数（累計）は９４３校、受講生徒数（累計）

は１２２，８１１人に達し、提供した地域は３５都道府県にわたっています。 

弊行では、今後もグループ各社とともに地域社会への貢献を強化していくこと

を目指してまいります。   



３１ 

 

(図表１－１)収益動向及び計画

29/3月期 30/3月期 30/9月期 備考 31/3月期

実績 実績 実績 計画

(規模)<資産、負債は平残、純資産は末残> (億円)

総資産 76,998 79,221 80,730 78,969 

貸出金 43,790 45,816 46,824 45,629 

有価証券 14,831 14,577 14,888 14,800 

特定取引資産 344 121 135 120 

繰延税金資産<末残> 11 6 17 3 

総負債 69,240 71,103 72,368 70,499 

預金・ＮＣＤ 59,091 60,555 61,532 60,320 

債券 116 38 1 2 

特定取引負債 337 142 152 150 

繰延税金負債<末残> - - - -

再評価に係る繰延税金負債<末残> - - - -

純資産 8,079 8,306 8,274 8,694 

資本金 5,122 5,122 5,122 5,122 

資本準備金 795 795 795 795 

その他資本剰余金 - - - -

利益準備金 142 147 152 147 

剰余金（注１） 2,875 3,249 2,720 3,524 

自己株式 ▲ 795 ▲ 895 ▲ 374 ▲ 795 

その他有価証券評価差額金 94 43 11 70 

繰延ヘッジ損益 ▲ 159 ▲ 158 ▲ 154 ▲ 170 

土地再評価差額金 - - - -

新株予約権 5 3 1 1 

(収益) (億円)

業務粗利益 1,111 1,109 515 1,120 

資金利益 910 1,055 516 1,080 

資金運用収益 1,038 1,218 603 1,231 

資金調達費用 128 163 86 151 

役務取引等利益 ▲ 30 ▲ 104 ▲ 53 ▲ 108 

特定取引利益 41 46 3 37 

その他業務利益 191 112 48 111 

国債等債券関係損(▲)益 103 27 10 40 

業務純益（一般貸倒引当金繰入前）（注２） 335 318 162 370 

業務純益（注２） 335 318 162 370 

一般貸倒引当金繰入額 - - - -

経費 776 791 352 750 

人件費 269 274 135 290 

物件費 449 460 192 405 

不良債権処理損失額（注３） 39 13 3 40 

株式等関係損(▲)益 28 44 ▲ 2 20 

株式等償却 - 2 3 0 

経常利益 329 366 158 374 

特別利益 93 66 2 2 

特別損失 13 22 19 0 

法人税、住民税及び事業税 ▲ 0 ▲ 27 ▲ 6 56 

法人税等調整額 ▲ 26 31 ▲ 2 0 

税引後当期利益 434 405 148 320 

（配当） (億円、円、％)

分配可能額 2,080 2,354 2,729 

配当金総額(中間配当を含む) 26 25 - -

普通株配当金 26 25 - -

優先株配当金＜公的資金分＞ - - - -

優先株配当金＜民間調達分＞ - - - -

１株当たり配当金（普通株）（注４） 1.00 10.00 - -

配当率（優先株＜公的資金分＞） - - - -

配当率（優先株＜民間調達分＞） - - - -

配当性向 5.96 6.24 - -

（注１）利益剰余金のうち、利益準備金以外のもの。

（注２）クレジット・トレーディング関連利益等を含む。

（注３）一般貸倒引当金（取崩）額を含む。

（注４）平成29年10月1日に10対1の株式併合を実施。
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29/3月期 30/3月期 30/9月期 備考 31/3月期

実績 実績 実績 計画

(経営指標) (％)

資金運用利回(A) 1.70 1.95 1.90 1.97 

貸出金利回(B) 1.94 2.05 2.14 2.01 

有価証券利回 1.10 1.74 1.20 1.94 

資金調達原価(C) 1.33 1.36 1.22 1.30 

預金債券等利回(含むNCD)(D) 0.13 0.14 0.13 0.12 

経費率(E) 1.27 1.27 1.11 1.20 

人件費率 0.44 0.44 0.42 0.46 

物件費率 0.73 0.74 0.60 0.65 

総資金利鞘(A)-(C) 0.36 0.59 0.67 0.67 

預貸金利鞘(B)-(D)-(E) 0.53 0.63 0.89 0.67 

非金利収入比率 18.16 4.83 ▲ 0.29 3.57 

ＯＨＲ（経費/業務粗利益） 69.84 71.31 68.45 66.96 

ＲＯＥ（注５） 4.23 3.88 3.90 4.33 

ＲＯＡ（注６） 0.43 0.40 0.40 0.47 

（注５）（一般貸引前業務純益/（純資産-新株予約権）<平残>

（注６）（一般貸引前業務純益/（総資産－支払承諾見返）<平残>
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(図表１－２)収益動向（連結ベース）

30/3月期 30/9月期 31/3月期

実績 実績 見込み

(規模)<末残> (億円)

総資産 94,567 95,355 94,424 

貸出金 48,960 48,770 50,077 

有価証券 11,235 12,175 10,235 

特定取引資産 2,053 1,885 2,000 

繰延税金資産 147 143 147 

総負債 86,006 86,622 85,452 

預金・ＮＣＤ 60,671 60,414 59,063 

債券 4 － －

特定取引負債 1,846 1,664 1,800 

繰延税金負債 － － －

再評価に係る繰延税金負債 － － －

純資産 8,560 8,733 8,972 

資本金 5,122 5,122 5,122 

資本剰余金 785 785 785 

利益剰余金 3,614 3,222 3,465 

自己株式 ▲ 895 ▲ 374 ▲ 377 

その他有価証券評価差額金 52 67 67 

繰延ヘッジ損益 ▲ 145 ▲ 124 ▲ 124 

土地再評価差額金 － － －

為替換算調整勘定 ▲ 16 ▲ 11 ▲ 11 

退職給付に係る調整累計額 21 23 23 

新株予約権 3 1 1 

非支配株主持分 19 22 22 

(収益) (億円)

経常収益 3,839 1,874 3,830 

資金運用収益 1,485 766 1,540 

役務取引等収益 501 272 510 

特定取引収益 85 23 60 

その他業務収益 1,414 695 1,430 

その他経常収益 353 118 290 

経常費用 3,271 1,577 3,230 

資金調達費用 197 103 219 

役務取引等費用 251 126 240 

特定取引費用 － 5 10 

その他業務費用 878 417 880 

営業経費 1,470 731 1,478 

その他経常費用 475 196 403 

貸出金償却 5 3 

貸倒引当金繰入額 430 171 

一般貸倒引当金純繰入額 281 82 

個別貸倒引当金純繰入額 150 89 

経常利益 568 297 600 

特別利益 9 2 10 

特別損失 23 4 10 

税金等調整前当期純利益 554 295 600 

法人税、住民税及び事業税 13 8 77 

法人税等調整額 26 11 0 

非支配株主に帰属する当期純利益 2 ▲ 0 2 

親会社株主に帰属する当期純利益 514 277 520 

340 
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（単位：億円、％）

8,393 8,416 8,793 

5,917 5,917 5,917 

3,397 2,873 3,671 

895 374 795 

25 - -

- - -

3 1 1 

0 0 0 

0 0 0 

- - -

- - -

374 150 -

- - -

- - -

(イ) 8,769 8,566 8,794 

132 31 148 35 203 

9 - 8 - 7 

124 31 140 35 196 

16 4 19 5 31 

213 - 193 - 196 

54 - 54 - 54 

- - - - -

35 9 40 10 38 

- - 0 0 0 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

（ロ） 451 453 522 

（ハ） 8,318 8,113 8,272 

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額

うち、資本金及び資本剰余金の額

うち、利益剰余金の額

　（単体）

項目

コア資本に係る基礎項目    (1)

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、自己株式の額（△）

うち、社外流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

コア資本に係る調整項目    (２)

うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額

特定項目に係る十パーセント基準超過額

コア資本に係る調整項目の額

自己資本の額（（イ）－（ロ））

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

自己資本

経過措置に
よる

不算入額

（図表2）自己資本比率の推移　・・・　バーゼルⅢ（国内基準）ベース

30/3月期
実績

経過措置に
よる

不算入額

30/9月期
実績

経過措置に
よる

不算入額

31/3月期
計画
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52,601 53,394 54,778 

17 33 ▲ 7 

31 35 -

4 5 -

9 10 -

▲ 27 ▲ 17 ▲ 7 

- 0 -

1,516 1,654 1,450 

1,885 1,866 1,917 

- - -

- - -

（ニ） 56,003 56,914 58,145 

14.85% 14.25% 14.22% 

リスク・アセット等   (３)

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）

うち、繰延税金資産

信用リスク・アセットの額の合計額

リスク・アセット等の額の合計額

うち、前払年金費用

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

　　うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

信用リスク・アセット調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額
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（単位：億円、％）

8,600 8,755 9,221 

5,907 5,907 5,907 

3,614 3,222 4,110 

895 374 795 

25 - -

- - -

1 4 7 5 0 

▲ 16 - ▲ 11 - 9 

17 4 18 5 ▲ 9 

3 1 1 

0 0 0 

4 4 4 

4 4 4 

- - -

- - -

374 150 -

- - -

- - -

16 18 20 

（イ） 8,999 8,935 9,247 

385 64 421 77 465 

119 - 107 - 98 

266 64 314 77 367 

56 14 60 15 88 

290 - 306 - 289 

54 - 54 - 54 

- - - - -

74 18 80 20 62 

- - 0 0 0 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

（ロ） 858 921 958 

（ハ） 8,141 8,014 8,289 

項目

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額

　（連結）

30/3月期
実績

経過措置に
よる

不算入額

うち、社外流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額

うち、資本金及び資本剰余金の額

うち、利益剰余金の額

うち、自己株式の額（△）

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、為替換算調整勘定

うち、退職給付に係るものの額

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

退職給付に係る資産の額

自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額

特定項目に係る十パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

自己資本の額（（イ）－（ロ））

自己資本

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額

30/9月期
実績

経過措置に
よる

不算入額

31/3月期
計画

経過措置に
よる

不算入額

コア資本に係る基礎項目　　　（１）

コア資本に係る調整項目　　　（２）

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額

コア資本に係る基礎項目の額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
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58,092 58,909 61,119 

70 95 ▲ 7 

64 77 -

14 15 -

18 20 -

▲ 27 ▲ 17 ▲ 7 

- 0 -

1,615 1,751 1,500 

3,720 3,762 3,838 

- - -

- - -

（ニ） 63,427 64,422 66,457 

12.83% 12.44% 12.47% 

信用リスク・アセットの額の合計額

リスク・アセット等　　　（３）

うち、退職給付に係る資産

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、上記以外に該当するものの額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）

うち、繰延税金資産

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

連結自己資本比率

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額
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(図表５)部門別純収益動向

（単体） (億円)

30/3月期 30/9月期 31/3月期

実績 実績 見込み

個人業務（リテールバンキング）

資金収支 224 119 233 

役務取引利益・その他利益 9 10 10 

業務粗利益 233 128 244 

経費 284 134 287 

 業務純益 ▲ 50 ▲ 6 ▲ 43 

個人業務（コンシューマーファイナンス）

資金収支 523 237 588 

役務取引利益・その他利益 ▲ 193 ▲ 99 ▲ 194 

業務粗利益 330 138 395 

経費 221 78 151 

 業務純益 109 60 244 

法人業務

資金収支 296 138 254 

役務取引利益・その他利益 118 46 112 

業務粗利益 414 184 366 

経費 204 109 204 

 業務純益 210 76 162 

金融市場業務他

資金収支 11 22 5 

役務取引利益・その他利益 120 42 111 

業務粗利益 131 65 116 

経費 82 32 108 

 業務純益 49 32 8 

合  計 318 162 370 

（連結）

30/3月期 30/9月期 31/3月期

実績 実績 見込み

個人業務（リテールバンキング）

資金収支 224 119 235 

役務取引利益・その他利益 11 10 29 

業務粗利益 235 129 264 

経費 292 139 289 

 業務純益 ▲ 57 ▲ 10 ▲ 25 

個人業務（コンシューマーファイナンス）

資金収支 810 409 849 

役務取引利益・その他利益 477 238 489 

業務粗利益 1,288 648 1,339 

経費 705 361 715 

 業務純益 583 287 623 

法人業務

資金収支 245 114 235 

役務取引利益・その他利益 402 183 366 

業務粗利益 647 297 600 

経費 324 166 332 

 業務純益 323 130 269 

金融市場業務他

資金収支 8 21 2 

役務取引利益・その他利益 142 52 160 

業務粗利益 151 74 162 

経費 105 43 109 

 業務純益 46 30 53 

合  計 894 437 920 
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(図表６)リストラの推移及び計画

29/3月末 30/3月末 30/9月末 備考 31/3月末

実績 実績 実績 計画

(役職員数)

役員数 (人) 10 10 10 10 

うち取締役（（ ）内は非常勤） (人) 7(5) 7(5) 7(5) 7(5)

うち監査役（（ ）内は非常勤） (人) 3(2) 3(2) 3(2) 3(2)

従業員数(注) (人) 2,207 2,188 2,208 2,240 

(注)事務職員、庶務職員合算。在籍出向者を含む。業務限定社員、嘱託、パート、派遣社員は除く。

(国内店舗・海外拠点数)

国内本支店(注１) (店) 28 28 26 26 

海外支店(注２) (店) 0 0 0 0 

(参考)海外現地法人(注３) (社) 2 1 1 1 

(注１)出張所、代理店、インストアブランチ、払込専門支店、共同利用ＡＴＭ管理専門支店を除く。

(注２)出張所、駐在員事務所を除く。

(注３)弊行が直接50％超出資しているものを計上（但しSPV除く）。

29/3月末 30/3月末 30/9月末 備考 31/3月末

実績 実績 実績 計画

(人件費)

人件費 (百万円) 26,925 27,427 13,452 29,000 

うち給与・報酬 (百万円) 17,042 17,485 8,657 18,900 

平均給与月額 (千円) 482 479 465 495 

(注)平均年齢41.3歳（平成30年9月末）。

(役員報酬・賞与)

役員報酬・賞与(注１) (百万円) 167 167 101 200 

うち役員報酬 (百万円) 167 167 101 200 

役員賞与 (百万円) 0 0 0 0 

(百万円) 32 32 37 40 

平均役員退職慰労金 (百万円) - - - -

(注１)人件費及び利益処分によるものの合算。また、使用人兼務の場合、使用人部分を含む。

(注２)30/9月末の平均役員(常勤)報酬・賞与は、定例報酬について年換算した額(譲渡制限付株式報酬は

       年度に1回支給するものとして換算)。

(物件費)

物件費 (百万円) 44,857 46,000 19,235 40,500 

うち機械化関連費用(注) (百万円) 13,391 14,398 7,314 16,100 

除く機械化関連費用 (百万円) 31,467 31,602 11,921 24,400 

(注)リース等を含む実質ベースで記載している。

(人件費＋物件費)

人件費＋物件費 (百万円) 71,783 73,426 32,687 69,500 

平均役員(常勤)報酬・賞与（注２）
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（図表７）子会社・関連会社一覧

(注２) (注２)

(億円or原通貨単位) (百万円or原通貨単位)

　 　 　 　 　 　 　 うち うち  連結又は

会社名 設立年月 代表者 主な業務
直近　　決

算
総資産 借入金 当行分

資本
勘定

当行
経常
利益

当期
利益

持分法の

（注1） （注3） （注5） （注4） 出資分 別

新生信託銀行(株) 平8/11 久保貴裕 信託業 平30/9 82 - - 75 75 353 241 連結

新生証券(株) 平9/8 松浦祐司 証券業 平30/9 376 111 0 137 137 ▲17 ▲11 連結

新生インベストメント･マネジメント(株) 平13/12 森勝将 投資運用業 平30/9 12 - - 9 9 29 18 連結

新生インベストメント＆ファイナンス(株) 平18/4 大野禎之 金融商品取引業 平30/9 535 352 352 125 125 435 317 連結

新生企業投資(株) 平24/11 松原一平 投資業務 平30/9 48 - - 7 7 398 281 連結

アルファ債権回収(株) 平17/12
勝間美継

他
債権管理回収業 平30/9 19 - - 16 16 35 40 連結

(株)アプラスフィナンシャル 昭31/10 渡部晃
グループ会社の管理運
営、信用保証業のうち
住宅ローン業務

平30/9 1,416 450 450 558 530 926 734 連結

(株)アプラス 平21/4 渡部晃 総合信販業 平30/9 12,459 5,153 2,455 608 608 2,912 1,691 連結

(株)アプラスパーソナルローン 平21/4 渡部晃 金融業 平30/9 269 130 - 106 106 325 324 連結

全日信販(株) 昭32/4 市橋正一 信販業 平30/9 493 305 275 115 115 632 502 連結

昭和リース(株) 昭44/4 清谷清弘 リース業 平30/9 5,207 2,948 964 1,057 1,057 3,456 2,337 連結

(株)エス・エル・ミュー 平26/2 青塚伸男 リース業 平30/9 24 24 7 ▲0 ▲0 0 0 連結

(株)エス・エル・ウイング 平1/10 青塚伸男 リース業 平30/9 26 26 17 ▲0 ▲0 0 ▲1 連結

(株)エス・エル・ロメオ 平28/6 青塚伸男 リース業 平30/9 29 21 21 0 0 0 0 連結

(株)エス・エル・ジュリエット 平28/6 青塚伸男 リース業 平30/9 29 21 21 0 0 0 0 連結

新生フィナンシャル(株) 平3/6 鳥越宏行 金融業 平30/9 2,590 11 1 1,756 1,756 4,202 4,209 連結

新生パーソナルローン(株) 昭29/12 本森修二 金融業 平30/9 447 261 261 113 113 1,353 1,172 連結

(合)KZ1 平18/12 森田威
不動産信託受益権の取
得、保有及び処分

平30/8 77 34 34 27 9 - - 連結

新生ビジネスサービス(株) 昭60/2 青木龍史郎 事務受託業 平30/9 2 - - 0 0 1 7 連結

Shinsei International Limited 平16/9 武田寛之 証券業 平30/6
(Mil)
GBP8

- -
(Mil)
GBP8

(Mil)
GBP8

(th)
GBP97

(th)
GBP97

連結

APPM FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 平20/2
William Daunt

他
資金供給関連業務 平30/6

(Mil)
EUR159

(Mil)
EUR159

(Mil)
EUR139

(Mil)
EUR0

-
(th)
EUR0

(th)
EUR0

連結

OJBC Co. Ltd 平25/6 長谷川建一 有価証券の売買 平30/6
(Mil)

$47
- -

(Mil)
$47

(Mil)
$23

(th)
▲$19

(th)
▲$19

連結

Nippon Wealth Limited 平25/8 中島努 銀行業及び証券業 平30/6
(Mil)

HK$230
- -

(Mil)
HK$145

(Mil)
HK$145

(th)
▲HK$29,416

(th)
▲HK$29,423

連結

日盛金融控股股份有限公司 平14/2 黃錦瑭 金融持株会社 平30/6
(Mil)

NT$313,156
(Mil)

NT$1,320
-

(Mil)
NT$43,304

(Mil)
NT$15,676

(th)
NT$1,424,583

(th)
NT$1,385,347

持分法

ニッセン・クレジットサービス(株) 平9/12
竹本理行

他
クレジットカード業 平30/6 496 363 363 88 44 1,004 915 持分法

MB Shinsei Finance Limited Liability
Company

平28/3
Hoang Minh

Tuan
金融業 平30/6

(Bil)
VND3,499

(Bil)
VND2,607

(Bil)
VND461

(Bil)
VND796

(Bil)
VND390

(Mil)
VND52,301

(Mil)
VND41,643

持分法

　(注１)平成30年9月期連結決算において対象とされた子会社・関連会社のうち、当行の与信額（保証も含む）が１億円超の会社及び主な関係会社について記載しております。
  (注２)海外の子会社・関連会社については原通貨単位で記載しております。
　(注３)平成30年9月末における代表者を記載しております。
　(注４)借入金のうち、当行分は保証の額を含んでおります。
　(注５)連結決算に使用した個別財務諸表の（仮）決算日を記載している。
　(注６)経常損失または当期損失を計上した会社とその要因
　　　　新生証券㈱ ：市場環境の影響による証券仲介業務の収益減少等によるもの
　　　　㈱エス・エル・ウイング ：昭和リースにおけるレバレッジドリースのためのSPC、計画に沿った損益であり金額も僅少
　　　　OJBC Co. Ltd ：新規事業立ち上げにつき、進捗に遅れが生じているもの
　　　　Nippon Wealth Limited ：新規事業立ち上げにつき、進捗に遅れが生じているもの
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(図表８)経営諸会議・委員会の状況

会議・委員会名 議長 メンバー 担当部署 開催頻度 目的・討議内容

取 締 役 会 取締役社長

取締役7名
（内社外取締役5名）

監査役3名
（内社外監査役2名）

マネージメント
業務部

都度
（定時：年6回、
臨時：都度）

経営に関する重要事項の決定及び経営陣の業務執
行の監督

監 査 役 会 常勤監査役
監査役3名

（内社外監査役2名）
監査役室

都度
（年6回以上）

監査報告の作成
監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法そ
の他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

経 営 会 議 社長
総括担当役員、チーフオフィサー、部長、

ＧＭ他
マネージメント

業務部
週１回

単体経営に関わる日常の業務執行にあたっての社長
決議機関

グ ル ー プ 経 営 会 議 社長
総括担当役員、チーフオフィサー、主要グ

ループ会社社長他
マネージメント

業務部
週１回

連結経営に関わる日常の業務執行にあたっての社長
決議機関

グ ル ー プ Ａ Ｌ Ｍ 委 員 会
チーフオフィサー（グルー

プ企画財務）

社長、関連総括担当役員・チーフオフィ
サー、部長、ＧＭ、主要グループ会社社

長等

グループトレジャ
リー部

月1回
中･長期的なＡＬＭ運営についての協議･方針策定･決
議

グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会
チーフオフィサー（グルー
プ法務・コンプライアンス）

社長、関連チーフオフィサー、主要グルー
プ会社社長

等（外部弁護士1名）

グループ法務・コ
ンプライアンス統

括部

四半期に1回
（原則）

グループの法令遵守体制や法令遵守に関わる事項
の連絡･調整･決議

グ ル ー プ リ ス ク ポ リ シ ー 委 員 会
チーフオフィサー（グルー

プリスク）

社長、関連総括担当役員・チーフオフィ
サー、主要グループ会社社長、リスク関

連部長・ＧＭ 他

グループポート
フォリオリスク管

理部
月1回

グループ全体に関わるリスク認識を共有し、各社の主
要ポートフォリオ及び成長ポートフォリオなどにおける
中長期のビジネス戦略及びそのリスク管理フレーム
ワークについて合意形成を図り、グループ全体で整合
性のある協議及び意思決定を行うこと

グ ル ー プ Ｉ Ｔ 委 員 会 社長
総括担当役員、チーフオフィサー、主要グ

ループ会社社長等
業務管理部

四半期に1回
（原則）

グループの情報システムに関する事項の協議、調整、
決議

グ ル ー プ 業 務 継 続 体 制 管 理 委 員 会
（ Ｂ Ｃ Ｍ 委 員 会 ）

チーフオフィサー（グルー
プ総務）

ITシステム総括担当役員、大阪支店長、
グループ経営企画部ＧＭ、グループ人事
部ＧＭ、グループIR・広報部ＧＭ、グルー
プ法務・コンプライアンス統括部ＧＭ、グ
ループ総務部ＧＭ、業務管理部長、グ

ループトレジャリー部ＧＭ　他関連部長・Ｇ
Ｍ等

グループ総務部
四半期に1回

（原則）
グループの業務継続体制の整備を推進するための組
織横断的な協議、調整、決議

グ ル ー プ バ ー ゼ ル 委 員 会
チーフオフィサー（グルー
プ企画財務、グループリ

スク）

社長、総括担当役員、チーフオフィサー、
主要グループ会社社長他

グループ財務管
理部

四半期に1回
バーゼル規制への対応を中心とする、規制資本に関
する事項についての協議、調整、決議

グ ル ー プ 人 材 委 員 会 社長
総括担当役員、チーフオフィサー、主要グ

ループ会社社長他
グループ人事部 都度

グループの人事制度や諸施策などについての協議、
調整、決定

グ ル ー プ 新 規 事 業 ・ 商 品 委 員 会
チーフオフィサー（グルー
プ企画財務、グループリ

スク）

関連総括担当役員・チーフオフィサー・部
長・ＧＭ等

（必要に応じ社長、主要グループ会社社
長も招聘）

グループポート
フォリオリスク管

理部

月1回
（原則）

グループ内の個別の新規事業・サービス案件の
デューデリジェンス及び決議、戦略的投資案件の
デューデリジェンス

コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会
チーフオフィサー（グルー
プ法務・コンプライアンス）

社長、関連総括担当役員、部長、ＧＭ等
（外部弁護士1名）

グル－プ法務・コ
ンプライアンス統

括部

月1回
（原則）

独占禁止法遵守､情報管理厳正化、信用保持のため
の諸方策、その他法令遵守のための連絡･調整･決議

債 権 管 理 委 員 会 審査総括担当役員

社長、チーフオフィサー（グループリス
ク）、ビジネス総括担当役員、チーフオフィ
サー（グループ企画財務）、グループポー

トフォリオリスク管理部ＧＭ他

グループポート
フォリオリスク管

理部

四半期に
1回(都度）

重大な問題債権のトップマネージメントに対する迅速
な報告及び債権売却、債権放棄等に係る直接償却等
の決定

中 小 企 業 向 け 貸 出 取 引
推 進 委 員 会

法人総括担当役員
社長、関連執行役員（総括担当等）・チー

フオフィサー、部長・ＧＭ等
法人企画部 月１回

経営健全化計画における中小企業向け貸出の純増
目標達成のための全行的な取組みの主導、推進計画
策定や進捗状況のモニタリング、具体的案件の取組
み方針の協議、その他弊行の中小企業向け貸出取
引推進に関する事項の検討や提言等

Ｉ Ｔ 委 員 会 社長
総括担当役員、チーフオフィサー、部長、

ＧＭ等
業務管理部 月１回以上

弊行の情報システムに関する事項を協議、調整、決
議し、これらに関する管理を確保・向上させること（グ
ループ子会社・関連会社に関する事項も含む）

人 材 委 員 会 社長 総括担当役員、チーフオフィサー グループ人事部 都度
人事制度、人事諸施策、人材の適正配置、評価・処
遇、人材の育成等についての協議、調整及び決定

部 店 長 会 議

社長
（ビジネス・業務の企画部
署主宰の場合は各総括

担当役員/部長）

全執行役員・チーフオフィサー・シニアオ
フィサー、全部室店長・ＧＭ、グループ会
社社長他（ビジネス・業務の企画部署主

宰の場合は各関連執行役員、部室長他）

マネージメント
業務部（各企画担

当部署）

年２回
（都度）

全店（ビジネス・業務部署）業務の伸展についての企
画･計画及び推進に関し､各ビジネス・業務部署及び各
部室店間の連絡･調整

平成３０年９月２８日現在
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(図表９)担当業務別役員名一覧

（新生銀行　担当役員）

担当業務 担当役員 現職

経営全般　（注１） 工藤　英之 代表取締役社長　最高経営責任者　

特命担当（海外インベスターリレーションズ担当） サンジーブ　グプタ 専務執行役員

業務管理担当 平沢　晃 専務執行役員

金融円滑化担当 平野　昇一 常務執行役員

法人担当 薦田　貴久 常務執行役員

個人担当 清水　哲朗 常務執行役員

審査担当 牧角　司 常務執行役員

ITシステム担当 岡野　道征 専務執行役員

（グループ本社　チーフオフィサー）

担当業務 担当役員 現職

グループ事業戦略担当 小座野　喜景 取締役チーフオフィサー

グループ組織戦略担当・グループ人事担当 平沢　晃 チーフオフィサー

グループ企画財務担当 平野　昇一 チーフオフィサー

グループ法務・コンプライアンス担当 松本　恭平 チーフオフィサー

グループ総務担当 渡邉　昌治 チーフオフィサー

グループリスク担当 潮見　統一郎 チーフオフィサー

グループIT担当 岡野　道征 チーフオフィサー

平成３０年９月２８日現在

（注１）独立部としてのマネージメント業務部、グループ監査部を含みます。
（注２）子会社の経営管理は各子会社を主管する部室を担当する役員が行っております。
（注３）弊行業務組織としては上記以外に監査役室があります。
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（図表10）貸出金の推移

(残高) (億円)

30/3月末 30/9月末 31/3月末

実績 実績 備考 計画

(A) (B) (Ｃ)

国内貸出 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 42,231 43,347 41,572 

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 41,090 42,059 40,412 

中小企業向け貸出 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 7,305 7,678 7,326 

(注) ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 6,901 7,292 6,914 

うち法人営業貸出 3,346 3,512 3,356 

うち保証協会保証付貸出 - - - 

個人向け貸出（事業用資金を除く） 15,640 15,121 15,527 

うち住宅ローン 12,689 12,269 12,736 

その他 19,286 20,548 18,719 

海外貸出 4,148 4,640 4,229 

合計 46,380 47,987 45,801 

(注)中小企業向け貸出とは、資本金又は出資金３億円(但し、卸売業は１億円、小売業・飲食業・サービス業は50百万円)以下の

法人または常用する従業員が300人(但し、卸売業・サービス業は100人、小売業・飲食業は50人)以下の法人向け貸出（個人

に対する事業用資金を含む）を指す。ただし、当社の連結子会社・持分法適用会社向け貸出を除く。

(増減額・実勢ベースを算出するうえで考慮すべき要因考慮後)
(億円)

30/9月期 31/3月期

実績 備考 計画

(B)-(A)+(ｱ) (Ｃ)-(A)+(ィ)

国内貸出 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 1,434 ▲ 659 

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 1,288 ▲ 678 

中小企業向け貸出 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 446 21 

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 464 13 

うち法人営業貸出 168 10 

(実勢ベースを算出するうえで考慮すべき要因（ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くベース））
(億円 、(　)内はうち中小企業向け貸出)

備考

不良債権処理 32 (32) (          )

貸出金償却（注１） 0 (0) (          )

部分直接償却実施額（注２） 1 (1) (          )

協定銀行等への資産売却額(注３) - - (          )

上記以外への不良債権売却額 - - (          )

その他の処理額（注４） 31 (31) (          )

債権流動化(注５) 20 (▲ 30) (          )

私募債等（注６） 267 (72) (          )

子会社等（注７） - - (          )

計 319 (74) (          )

うち法人営業貸出 (2)

(注１)無税化（法人税基本通達９－６－１、９－６－２、９－４－１、９－４－２）を事由とする直接償却額。

(注２）部分直接償却当期実施額。

(注３)金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権売却額。

(注４)その他の不良債権処理による残高減少額。

(注５)主として正常債権の流動化額。

(注６)私募債の引受等、実質的に貸出と同様の信用供与が行われているものの取組額。

(注７)連結子会社・持分法適用会社向け貸出のうち、中小企業向け信用供与の円滑化に資するもの。

30/9月期 30年度中

実績 計画

(ｱ) (ィ)
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（図表 12）リスク管理の状況 

 リスク管理部署 現在の管理体制 

リスク管理全般 

統合リスク管理 

グループ統合リスク管理部 ・ 信用リスク、市場リスクのみならず、当行全体が抱えるリスクの総和を

把握し、能動的な管理を行っていくため、金融機関が抱えうる各種リス

クについての基本認識及びリスクマネジメントの基本方針を、「リスクマ

ネジメントポリシー」として規定。 

・ このポリシーを頂点としたリスク管理関連ポリシー、これらのポリシー

に沿って業務のやり方の細則を定めた手続を規定。 

・ 統合リスク管理の手法としてリスク資本制度を採用し、①信用リスク、

②市場リスク、③金利リスク、④オペレーショナルリスクの各リスクカ

テゴリーに関してリスク量の計測を行い、銀行全体のリスク量、セグメ

ント別の資本帰属の状況をモニターすることにより、経営体力とリスク

取得の状況を総合的に管理。 

 

信用リスク 

 

グループポートフォリオリス

ク管理部 

管理方法、手続き・規定 

・ 信用リスク管理に係るポリシー、プロシージャーの整備については、上

記「リスクマネジメントポリシー」に即し、「グループクレジットリスク

ポリシー」、「クレジットプロシージャー」等の手続体系を設定。 

・ バーゼル規制のＦ-ＩＲＢ行として、各信用リスク資産に関する内部格付

制度の設計・運用、内部統制、格付の利用、リスク定量化を規律するポ

リシー・基準／ガイドライン・手続の総体を「信用リスク管理指針」と

して制定。 

・ 個別与信案件の決定に際しては、承認プロセスの客観性・透明性を確保

する趣旨から、原則として合議形式の意思決定プロセスを採用。リスク

管理部署はビジネスラインから独立した組織とし、リスク判断において

ビジネスラインとの合議制を採用。 

 

行内格付・ローングレーディング管理 

・ 行内債務者格付制度については、当行のポートフォリオ状況の変化及び

外部格付機関との整合性の観点から、以下を骨子とする格付制度を制定。 

－信用力序列確保のためのモデル精度の向上及び適切な定性要素の反  

 映 

－外部格付機関とのベンチマーキング分析 

－業種間の格付体系の整合性確保 

・ 格付推定モデルによりモデル格付を算出し、必要に応じ総合調整を加え

てランクを導出。 

・ 個別案件ベースの信用状況を把握する観点から、債権保全状況を織り込

んだ期待損失を基準とした案件格付制度も実施。 

・ 与信権限体系には、債務者グループの与信総額のほか、案件格付による

グリッドも導入。 

 

各部の役割 

グループポートフォリオリスク管理部（リスク管理担当） 

－ポリシー、ガイドラインの制定 

－信用リスク計量化・モニタリング 

－債務者格付制度 

－審査方法、審査手続に関する企画、開発 

－資産の自己査定の検証 

グループ個人業務リスク管理部（リスク管理担当）  

－個人業務のローン及びコンシューマーファイナンス子会社のリスク

管理全般 

法人審査部（審査担当）  

－法人向け与信に関する個別案件審査及び管理 

ストラクチャードリスク管理部（審査担当）  

－ストラクチャードプロダクトに関する個別案件審査及び管理、業務運

営手続の企画、運用 

－カントリーリスクの審査・管理 

 不動産リスク管理部（審査担当）  

－主として不動産リスクを取得するストラクチャードプロダクトに関

する管理 
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 リスク管理部署 現在の管理体制 

マーケットリスク 

・金利リスク 

グループトレジャリー部 

グループ統合リスク管理部 

グループＡＬＭ委員会 

・ ＡＬＭに係る金利リスク管理及び流動性リスク管理の意思決定機関とし

て、グループＡＬＭ委員会を設置している。 

・ グループＡＬＭ委員会では、連結ベースの金利リスクリミット、資金流

動性リスクに係る資金流動性準備水準・資金ギャップ許容枠の設定など、

ＡＬＭに係る金利リスク・流動性リスクの全体のフレームワークが決定

される。 

 

市場取引統轄委員会 

・ 市場リスク管理、顧客デリバティブビジネスのモニタリング、経営への

報告機関として、市場取引統轄委員会を設置している。 

・ トレーディングに係るリスクリミット（ＶａＲ）、ロスリミットはグルー

プ経営会議にて決定される。 

・ 市場取引統轄委員会では、グループ統合リスク管理部からのレポートを

主に、月 1 回、トレーディングに係る市場リスクの取得状況、損益の状

況の枠遵守状況等をモニターし、経営陣に報告している。 

 

管理方法、手続き・規定 

・ オンバランス・オフバランス取引を連結ベースで統合的に管理している。 

・ 市場リスクについては、全体のリスク限度内でリスク管理単位毎にポジ

ション枠・ロスリミットを設定しており、経営陣に対しては、ポジショ

ン・損益状況を電子メールで日次報告している。 

・ 銀行全体のリスク管理の基本規定である「リスクマネジメントポリシー」

の傘下に二つのポリシーを設けている。 

①「グループＡＬＭポリシー」 

②「トレーディング業務におけるリスク管理ポリシー」 

 

デリバティブ取引 

・ 取得する信用リスク、市場流動性リスクを財務会計に反映させるため、

公正価値の算出に当っては、以下の２種類のリスクを反映させている。 

①カウンターパーティーの信用リスク 

カレントエクスポージャーに加え、将来発生する可能性のあるポテン

シャルエクスポージャーを考慮した予想損失を、オンバランス取引と

同様に債務者区分に応じて算出の上、公正価値に反映している。 

②トレーディング勘定におけるデリバティブ関連取引 

通常商品についてはビッド・オファーコスト、エキゾチック商品につ

いては処分コストを評価。 

 

各部の役割 

グループトレジャリー部 

－ＡＬＭ企画、運営 

グループ統合リスク管理部 

－市場リスクの定義、測定、評価、報告 

流動性リスク グループトレジャリー部 

グループ統合リスク管理部 

手続き・規定 

・「資金流動性リスク管理ポリシー」を定め、資金流動性リスク管理におけ

る基本的な指針と規範を明らかにするとともに、日常の流動性リスクモ

ニタリングの枠組みを規定し、流動性資産の適正な水準を、バランスシ

ートの資産・負債の状況に応じ、月次で行うストレステスト、連結ＬＣ

Ｒの水準等に基づき見直すなど、きめ細かな流動性管理を行う体制とし

ている。 

・「資金流動性危機コンティンジェンシープラン」を定め、外部要因、内部

要因にかかわらず、資金流動性に問題が発生するか、発生すると予想さ

れる時の本プランの発動及び解除に関する具体的手続、具体的対応方針、

危機時における危機管理本部の設置について明文化している。 

 

管理方法及び対応方針  

・ 資金ギャップは、グループ統合リスク管理部が計測し、結果を経営陣に

日次で報告。 

・ 資金流動性準備水準及びギャップ枠は、グループ統合リスク管理部が見

直し、グループＡＬＭ委員会にて適宜変更される。 

 

各部の役割  

グループトレジャリー部 

－資金繰り管理、執行 

グループ統合リスク管理部 

－流動性リスクの定義、測定、評価、報告 
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 リスク管理部署 現在の管理体制 

オペレーショナル

リスク 

 

グループ統合リスク管理部 

業務管理部 他 

規定・基本方針 

・ オペレーショナルリスク管理ポリシー 

 

体制・リスク管理部署 

・ オペレーショナルリスクを事務リスク、システムリスク等の複数のサブ

カテゴリーに区分し、現場の業務ラインから独立した専門管理部署（業

務管理部等）のもとで各カテゴリーのリスク特性に適した管理を行うと

ともに、グループ統合リスク管理部が全体を統轄し一元的な管理を推進

している。 

・ 各サブカテゴリーの専門管理部署とグループ統合リスク管理部は、定期

的に会合を持ち、リスクの状況や課題、施策につき情報を共有し必要な

対応協議を行うなど、密接な連携を確保している。 

・ グループ統合リスク管理部は、全体のオペレーショナルリスクを分析し、

グループ経営会議に報告する体制としている。 

 

リスク管理手法 

・ 定性的手法及び定量的手法の両面から管理を実施している。 

・ 定性的管理につき、リスクマップの策定などを通じ網羅的なリスク状況

の把握・分析を行うとともに、各サブカテゴリーのリスク特性に応じた

統一的なリスク管理基準・手続の策定、事件事故の把握・評価、原因分

析等を実施している。 

・ 定量的管理につき、内部で発生した事件事故とシナリオを基礎に内部モ

デル（損失分布手法）に基づきリスク量を計算し、リスク資本制度の一

環として利用している。 

ＥＤＰリスク システムリスク管理部 

グループＩＴ統括部 

システム開発部 

システム運用部 

業務管理部 

法人事務部 

リテールオペレーション部 

ローン商品部 

組織 

・ 左記の部署による体系的な統制が行われている。各部の役割は以下のと

おり。 

 

システムリスク管理部 

－システムリスク評価の枠組み策定、システム開発及び運用に係る執行

状況の第三者視点でのチェック並びに経営への報告 

グループＩＴ統括部 

－人事、予算、契約、各業務部署とのシステム化案件調整、長期的なシ

ステム更改計画の企画・立案 

 システム開発部 

－新規システムの開発及び既存システムの変更 

システム運用部 

－本番システムの２４時間運用監視及びシステム開発部から納品され

るシステムについての運用の視点からチェック 

業務管理部 

－事務リスク管理に関する企画、推進及び指導 

法人事務部、リテールオペレーション部、ローン商品部 

－当行の事務全般にわたる集中センター処理 

 

・ 個人情報保護や不正防止などの情報セキュリティについては、コンプラ

イアンス委員会の下部組織として情報セキュリティ部会を設立・運営す

るなど、情報セキュリティ管理の枠組み強化と推進に取り組んでいる。 

 

管理方法 

・ 通常運用として、各部の下に細分化されたチームユニットを定義し、文

書化された業務プロセスと日次等チェックリストに基づく安定的な業務

処理体制を構築している。  

・ システム障害等への対応としては、為替・ＡＴＭなどの重要システムを

中心に、システム開発部、システム運用部及び協力ベンダーから直接複

数の担当者を集め、専用ルームに輪番制で常駐し効率的な管理・対応体

制を整えている。 

 

具体的取組状況ほか 

・ 以下の諸施策を実施している。 

①リテールなどの現行基幹システムにおける老朽化・陳腐化といった問

題に対しては、システム運用の安定性向上や改良を目的とした基盤の

更新作業を積極的に推進し、概ね完了している。 

②新たな基幹システムの開発を実施中であり、内国為替システム等につ

いては先行して平成２９年１月に更新を完了した。 

③障害対応体制強化を目的としてバックアップサイト構築を取り進め

ており、一部機能は既に構築済みである。また、事業継続計画につい

ても、継続的かつ定期的に見直しを実施し改訂を加えている。 

④グループ全体でサイバーセキュリティの堅牢化を促進するため「グル

ープサイバーセキュリティガイドライン」を制定するとともに、既存

の各規程に織り込まれていたセキュリティ関連項目を参照・集約し、

すでに実施している訓練・手順等のサイバーセキュリティ対策を明文

化した「新生ＬＡＮサイバーセキュリティ規程」を再整備した。 

⑤システム関連部署所属行員に関しては、ＯＪＴやＩＴ研修の活用によ

り積極的にその専門能力強化に取り組んでいる。 



４７ 

 

 リスク管理部署 現在の管理体制 

法務・コンプライア

ンスリスク 

グループ法務・コンプライアン

ス統括部 

法務リスク 

・ グループ法務・コンプライアンス統括部法務室にて訴訟等の法的手続を

統括管理し、法務事項に関して営業店に助言・指導を実施している。 

 

コンプライアンスリスク 

・ グループ法務・コンプライアンス統括部は、自ら制定した「新生銀行グ

ループ行動規範」、「グループコンプライアンスガイドライン」に基づき、

各部店に配置されているコンプライアンス責任者及びコンプライアンス

管理者を通じて、行内のコンプライアンスリスクを管理している。 

 

平成３０年度上期取組事項 

・ 年度当初に策定したグループコンプライアンスプログラムに沿って計画

的に業務を運営している。主な取組事項は以下のとおり。 

①新たなビジネス展開におけるリーガル・コンプライアンスリスクの把

握及び迅速・的確なサポートの実施 

 －各種新規商品・スキームに係る法務・コンプライアンス面でのアド

バイスを実施 

②グループの法務・コンプライアンスに係る組織体制の統合推進 

 －グループ法務・コンプライアンス統括部員の多機能化の推進 

 －コンプライアンス関連研修の一部統合 

③部店が自らコンプライアンスリスクを認識し統制する態勢のサポー

ト 

 －コンプライアンスリスク評価の実施及び評価結果を踏まえた各部

店におけるコンプライアンスプログラムの策定・実施 

④グループのコンプライアンス状況の適切なモニタリング 

 －モニタリングツールの見直し 

⑤マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対応 

 －グループＡＭＬ／ＣＦＴポリシーの制定 

 －「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラ

イン」とのギャップ分析及びギャップ解消に向けたアクションプラ

ンの策定・実施 

 －リスクベース・アプローチに沿ったリスク評価書の改訂 

 －ＡＭＬ／ＣＦＴに係る行内体制の整備・強化 

⑥コンプライアンス関連重要事項の状況報告実施 

グループコンプライアンス委員会においてグループ共通事項やグルー

プ全体の総括的な事項の報告・審議、新生銀行コンプライアンス委員

会において新生銀行における個別発生事案や新生銀行固有のコンプラ

イアンス関連事項の報告・審議を実施。両委員会で報告した主な重要

事項は以下のとおり。 

＜グループコンプライアンス委員会＞ 

－グループにおけるコンプライアンス態勢チェック報告 

－グループにおけるコンプライアンス関連事件・事故発生状況 

－反社会的勢力への接触状況・対応状況 

－コンプライアンス・ホットライン、ハラスメント相談報告 

－ＦＡＴＦ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にガイド

ライン対応の進捗報告 

－コンプライアンスリスク評価結果報告 

 

＜新生銀行コンプライアンス委員会＞ 

－重大事務事故報告 

－コンプライアンス違反事例報告 

－事務事故分析／自店検査実施結果 

－情報セキュリティ部会活動報告 

－預金保険法対応状況 

－金融ＡＤＲにおける当行のあっせんの状況報告 

－不正利用口座への対応状況と疑わしい取引の届出状況報告 

－インターネットバンキング不正送金被害発生状況 

－コンプライアンス・ホットライン運用状況報告（銀行個別事案） 
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 リスク管理部署 現在の管理体制 

レピュテーション

リスク 

グループＩＲ・広報部 規定・基本方針 

・ 新生銀行グループのレピュテーションリスクの管理については、グルー

プＩＲ・広報部が中心となり実施。メディアを中心とする対外的な対応

については、メディアポリシー、新生銀行グループ行動規範などの関連

規程を通じ、グループＩＲ・広報部の関与のもとで統一的なコミュニケ

ーションを実施。また、個人投資家、機関投資家やアナリストに対して

もグループＩＲ・広報部にて統一的な対応を行なっている。 

・ レピュテーションリスクに関しては、グループＩＲ・広報部のほか、顧

客と接するビジネス部署やグループ会社などの関連部署が連携し対応を

行っている。 

 

リスク管理手法 

・ リスク管理の実施については主要な新聞、雑誌、インターネット等の媒

体を日常的にチェックするとともに、関連部署やグループ会社等からの

情報を集約。当該リスク顕在化時には、必要な報告を迅速にトップマネ

ジメントに行いつつ、その指示の下、プレスリリースなどの実施、ステ

ークホルダーへの情報開示など必要な対応を行っていく。 
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(図表13)金融再生法開示債権の状況

(億円)

30/3月末 30/3月末 30/9月末 30/9月末

実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

18 286 18 265 

危険債権 36 160 34 166 

要管理債権 30 381 24 400 

小計（Ａ） 84 827 77 831 

正常債権 47,157 53,087 48,812 53,842 

合計（Ｂ） 47,241 53,914 48,889 54,673 

比率　（Ａ）/（Ｂ） 0.17% 1.53% 0.15% 1.51%

引当金の状況

(億円)

30/3月末 30/3月末 30/9月末 30/9月末

実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

一般貸倒引当金 244 755 230 731 

個別貸倒引当金 23 253 40 276 

特定海外債権引当勘定 － － － －

偶発損失引当金 － － － －

貸倒引当金　計 267 1,008 270 1,007 

債権売却損失引当金 － － － －

特定債務者支援引当金 － － － －

小    計 267 1,008 270 1,007 

特別留保金 － － － －

債権償却準備金 － － － －

小    計 － － － －

合　　計 267 1,008 270 1,007 
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(図表14)リスク管理債権情報

（億円、％）

30/3月末 30/3月末 30/9月末 30/9月末

実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

破綻先債権額(A) 6 56 6 61 

延滞債権額(B) 48 312 46 292 

３か月以上延滞債権額(C) 12 18 5 10 

貸出条件緩和債権額(D) 19 363 20 390 

①金利減免債権 - - - - 

②金利支払猶予債権 - - - - 

③経営支援先に対する債権 - - - - 

④元本返済猶予債権 19 363 20 390 

⑤その他 - - - - 

合計(E)=(A)+(B)+(C)+(D) 84 749 77 752 

部分直接償却 59 369 42 285 

比率　　(E)/総貸出 0.18% 1.53% 0.16% 1.54%
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(図表15)不良債権処理状況

(単体) (億円)

30/3月期 30/9月期 31/3月期

実績 実績 見込み

不良債権処理損失額(Ａ） ▲ 9 17 

個別貸倒引当金繰入額 3 17 

貸出金償却等(Ｃ) ▲ 12 ▲ 0 

貸出金償却 1 0 

協定銀行等への資産売却損(注) － －

その他債権売却損 － －

債権放棄損 － －

未払費用 － －

債権売却損失引当金繰入額 － －

特定債務者支援引当金繰入額 － －

特定海外債権引当勘定繰入 － －

偶発損失引当金繰入額 － －

一般貸倒引当金繰入額(Ｂ) 22 ▲ 13 

合計(A)＋(B) 13 3 

<参考>

貸倒引当金目的取崩による直接償却等(Ｄ) 52 1 －

グロス直接償却等(Ｃ)＋(Ｄ) 39 1 －

(連結) (億円)

30/3月期 30/9月期 31/3月期

実績 実績 見込み

不良債権処理損失額(Ａ） 92 62 

個別貸倒引当金繰入額 150 89 

貸出金償却等(Ｃ) ▲ 58 ▲ 27 

貸出金償却 5 3 

協定銀行等への資産売却損(注) － －

その他債権売却損 － －

債権放棄損 － －

未払費用 － －

債権売却損失引当金繰入額 － －

特定債務者支援引当金繰入額 － －

特定海外債権引当勘定繰入 － －

偶発損失引当金繰入額 － －

一般貸倒引当金繰入額(Ｂ) 281 82 

合計(A)＋(B) 373 144 

<参考>

貸倒引当金目的取崩による直接償却等(Ｄ) 52 1 －

グロス直接償却等(Ｃ)＋(Ｄ) ▲ 6 ▲ 26 －

(注）金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第５３条で定められた協定銀行等への債権売却損。

40 

340 
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（図表17）倒産先一覧

（件、億円）

行内格付 件数 金額 件数 金額

6B 1 3 1 -

6C 2 2 2 0 

- 50 0 50 2 

（注）　金額は与信ベース

（参考）　金融再生法開示債権の状況

18 

34 

24 

48,812 

48,889 

正常債権

総与信残高

倒産１期前の行内格付 倒産半期前の行内格付

30/9月末実績（億円）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権
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(図表18)評価損益総括表（平成30年9月末、単体）

有価証券 (億円)

残高 評価損益 評価益 評価損

有価証券 4,552 24 25 ▲ 0 

債券 4,552 24 25 ▲ 0 

株式 － － － －

その他 － － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 3,905 － － －

債券 － － － －

株式 3,462 － － －

その他 443 － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 6,802 21 106 ▲ 85 

債券 2,658 ▲ 23 2 ▲ 25 

株式 202 82 85 ▲ 3 

その他 3,942 ▲ 38 19 ▲ 57 

金銭の信託 1,361 ▲ 10 1 ▲ 11 

その他 (億円)

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

(注)「土地の再評価に関する法律」に基づく事業用不動産の再評価は実施しておりません。

事業用不動産（注１）

その他不動産

その他資産(注２)

満
期
保
有
目
的

子
会
社
等

そ
の
他
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(図表18)評価損益総括表（平成30年9月末、連結）

有価証券 (億円)

残高 評価損益 評価益 評価損

有価証券 4,552 24 25 ▲ 0 

債券 4,552 24 25 ▲ 0 

株式 － － － －

その他 － － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 638 － － －

債券 － － － －

株式 32 － － －

その他 606 － － －

金銭の信託 － － － －

有価証券 6,985 34 141 ▲ 107 

債券 2,678 ▲ 23 2 ▲ 25 

株式 297 104 107 ▲ 3 

その他 4,010 ▲ 47 32 ▲ 79 

金銭の信託 2,518 ▲ 10 1 ▲ 11 

その他 (億円)

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

27 － － － －

－ － － － －

－ － － － －

(注)「土地の再評価に関する法律」に基づく事業用不動産の再評価は実施しておりません。

事業用不動産（注１）

その他不動産

その他資産(注２)

満
期
保
有
目
的

子
会
社
等

そ
の
他
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(図表19)オフバランス取引総括表

(億円)

30/3月末 30/9月末 30/3月末 30/9月末

金融先物取引 602 665 1 0 

金利スワップ 67,570 61,521 2,031 1,813 

通貨スワップ 6,590 6,496 544 475 

先物外国為替取引 16,427 17,516 385 415 

金利オプションの買い 2,807 2,074 61 44 

通貨オプションの買い 7,694 7,752 616 588 

その他の金融派生商品 1,870 1,542 211 209 

一括ネッティング契約に
よる与信相当額削除効果

－ － ▲ 2,459 ▲ 2,164 

合　　　計 103,558 97,566 1,390 1,382 

(注)ＢＩＳ自己資本比率基準ベースに原契約5営業日以内の取引を加えたもの。

契約金額・想定元本 信用リスク相当額(与信相当額)

(図表20)信用力別構成(30/9月末時点)

(億円)

格付BBB/Baa以上
に相当する信用力を
有する取引先

格付BB/Ba以下に
相当する信用力を
有する取引先

その他(注) 合　　計

信用リスク相当額(与信相当額) 1,045 337 1,382 

信用コスト 226 201 427 

信用リスク量 819 136 955 

(注)個人取引(外貨定期)、格付がない先に対するインパクトローン関連取引等。


